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１ 危害予防規程（法第２６条） 

（１）危害予防規程の目的 
危害予防規程とは高圧ガスによる災害の発生を防止するため、第一種製造者が事業

所の状況に応じて高圧ガスの製造に関して保安の細目について定めるものである。 

第一種製造者は法第１１条により法第８条の基準に従って製造施設を維持し、かつ、

基準に従って製造しなければならない。製造施設の態様及び製造方法は事業所ごとに

多種多様である。 

これに対し、法の基準は一般化したものにならざるを得ない。したがって、高圧ガ

スの災害の防止に万全を期し高圧ガスの製造を行うために、第一種製造者は法８条第

１号及び第２号の基準や保安管理体制等について各々の事業所の実態に即し具体化

し、又は補完して当該事業所に最適な危害予防規程を作成し、第一種製造者及びその

従業員はこれを確実に遵守、実行しなければならない。 

（２）危害予防規程の制定・変更 
第一種製造者は事業所ごとに危害予防規程を定め、所管行政庁に届け出なければな

らない。危害予防規程を変更する場合も同様とする。危害予防規程は、第一種製造者

及びその従業員が守らなければならないことは勿論であるが、万一守っていない場合

で公共の安全の維持、又は災害の発生の防止のため必要と認めたときは、所管行政庁

は第一種製造者に対しこれを守ること、又は従業員に守らせるため必要な措置をとる

ことを命じ、又は勧告することができる。 
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(３) 危害予防規程の細目の作成 
 

規定された事項について定めるべき詳細 
《施設に関する保安管理》 

①-1 法令に定められた施設の技術基準 

保安係員は保安規則等で定める技術上の基準に適合するよう監督する。 

①-1-2 製造施設の位置、距離及び建築物の構造等 

保安係員は製造施設及び周辺の状況が常に許可された基準に適合されているよう監督す

る。 

①-1-2 製造設備の構造等 

製造設備の構造とは、貯槽、建屋、機械装置、配管、充てん機、ディスペンサ等をいい、

保安係員は常に法に定められた基準に適合するよう監督する。 

①-1-3 保安設備、測定機器等 

安全弁、緊急遮断弁、防消火設備、ガス漏えい検知警報器等、装置、通報設備等をいい、

保安係員はその取り扱いについて定められた基準に従い、常に正しく作動・維持するよう

監督する。 

①-2 設備管理 

保安係員は保全工事、定期自主検査、保安設備、計測器、火気、防災工具等の取扱い、

立入制限等の設備管理について規定に従い実施する。施設の履歴・保全等に関する必要事

項については、記録し保安統括者及び保安係員の検印を受け、保存する。 

保存期間については別途規定する。 

①-3 施設の検査 

保安係員は定期自主検査に関する検査方法、検査頻度及び検査箇所の選定を定めた検査 

基準に従い検査を実施し、監督する。 

県、又は指定保安検査機関が行なう保安検査に際しては、保安統括者、保安係員及び協

力会社が立会い、その時の指示に基づいて実施する。貯槽等開放検査にあたっては、開放

検査中の保安管理組織を作成し、検査実施の明確化と情報管理の徹底を行う。 

開放検査項目及び合格の判定基準表を作成する。 

溶接等補修が必要となる場合も考慮し、事前に補修基準要領を作成する。 

開放検査実施後の評価をすべく、評価者の資格条件と評価基準を作成し、合理的かつ安

全な管理を徹底する。 

検査の記録・対策についての記述については、保安統括者及び保安係員の検印を受け保

存する。 

保存期間については別途規定する。 
 

《保安管理体制》 
②-1 保安管理組織 

保安統括者は製造施設の保安管理において、全般を統括する最高責任者とし、保安係員は

該当する製造施設の保安管理を分担する。 

保安管理組織は指示・系統・役割・担当部署責任者等を明確に定めて、組織図を作成し、

変更が生じた場合はすみやかに組織図を改定し、保安統括者・事業所代表者等の承認を受

ける。 

②-1-1 製造施設内の組織 

（例） 組織図     概念図参照 

②-1-2 製造施設外の組織との関連 

（例） 組織図     概念図参照 

②-1-3 保安統括者等の選任 

(1) 経営者は、製造施設の最高責任者を保安統括者として、また保安統括者が旅行、疾病

その他の事故によってその職務を行うことが出来ない場合に、その職務を代行する者を

代理者として任命する。 

(2) 保安係員は、所定の高圧ガス製造保安責任者免状を有し、かつ、経験年数を満たした

者の中から任命する。また保安係員が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行う

ことが出来ない場合に、その職務を代行する者を代理者として任命する。 

②-1-4 任命の方法 
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経営者は、保安統括者等の任命を書面(辞令等）をもって行うものとする。 

②-2 保安統括者及び代理者の職務 

(1) 製造施設全般の保安に関する業務を統括する。 

(2) １ヶ月に１回以上製造施設を巡視する。 

(3) 経営者に対し、製造施設の保安に関する報告及び提案を行い、その指示を受ける。 

②-3 保安係員及び代理者の職務 

充てん等を監督するために、製造施設内に関する次の職務を行う。 

②-3-1 製造施設及び製造の方法の管理 

製造施設が法令等で定められた技術上の基準に適合するよう監督する。 

① 運転基準類の作成に関し助言を行い、従業員に周知させる。 

② 安全な運転及び操作を行うよう従業員を訓練し、監督する。 

③ 運転管理について記録し、必要なものは保存する。保存期間は別途定める。 

④ 製造のための設備、保安設備、計測機器等に関する管理基準の作成を行い、正常な

機能を維持する。 

⑤ 工事及び修理に関しては、基準に従い保安を確認する。 

②-3-2 施設の巡視・点検及び定期自主検査 

製造施設の巡視・点検及び定期自主検査を、基準に従って実施、又は監督し、かつ、記

録する。 

また必要な措置を行う。 

②-3-3 協力会社の保安管理 

協力会社の作業基準の作成及び保安管理について助言・指導する。 

②-3-4 異常状態に対する措置 

(1) 異常状態に対する措置基準の作成を行い、措置基準を関係者に周知させる。 

(2) 異常状態が発生した場合に、応急措置及び対策を実施する。 

②-3-5 保安教育の計画 

保安教育計画を立案・作成し、統括者の承認を得て訓練・講習等を実施する。 
 

《運転、操作、充てん等に関する保安管理》 
③-1 製造施設の運転管理 

保安係員は製造施設の運転について運転基準にそって、安全な運転及び操作を実施させ

これを監督する。 

③-1-1 運転、操作及び充てんを行う者 

(1) 運転、操作及び充てんは実務担当者（移動式製造設備は、有資格者）が行う。 

(2) 未経験者が従事する時は、実務担当者が直接監督する。 

③-1-2 運転、操作、充てんに関する規定類の作成及び実施 

(1) 基準類は標準化して作成し、保安係員は作成に関して助言を行い実務担当者に周知さ

せる。 

(2) 基準類は製造方法、又は設備の変更等に応じて改定整備する。 

③-2 運転 

正常な運転、始動及び停止、停電時、通常行わない作業に関する運転基準を定め、実務

担当者が実施し保安係員が監督する。 

③-2-1 用役等の管理 

電気、不活性ガス等の用役等は基準を定めて管理し、保安係員は基準に適合するよう監

督する。 

③-2-2 受入れ、充てんの管理 

充てん作業及び受入作業に関する作業基準並びに管理基準を定め、保安係員は実務担当

者に周知し遵守させる。移動作業に関する作業基準を定め、保安係員は運転者、又は作業

者に周知し遵守させる。 

③-2-3 夜間、又は休日の運転開始及び運転停止 

定期自主検査、保安検査、設備改造工事等の前後における夜間、又は休日における施設

の計画的な運転開始及び運転停止は、原則として平日の保安体制と同様な体制を確保した

場合に限り実施する。 

③-2-4 運転操作等の記録 

運転、巡視、点検、受入及び充てん等に関し、保安上必要な事項を記録し、保安統括者

3



の検印を受け、期間を定めて保存する。 

保存期間については別途定める。 
 

《巡視点検》 
④-1 巡視点検 

巡視点検は、日常点検であり、設備の状態や異常・故障等を速やかに判断・予測するの

でマンネリにならず慎重に対処する。 

また点検者が異なっても常に正しく判断するように、日頃から実施点検者は教育・連絡

等、密にしておく。巡視点検は、次の事項について基準を定め、実施する。 

① 製造設備使用開始時及び製造設備使用終了時の他に運転時を含めて直ごとに実施す

る。（１日３回以上） 

② 点検項目 

③ 記録の方法 

④ 記録の保存期間（２年間） 
 

《施設を新増設するときの保安管理》 
⑤-1 施設を新増設するときの保安管理 

保安係員は施設の新増設をする時は、運転基準、設備管理基準を定め、運転の開始まで

に実務担当者等を教育訓練する。 

⑤-2 工事を行う時の保安管理 

施設の補修工事を行う時は、工事管理基準を保安規則等に従って定め、予め作業計画を

立て保安統括者及び保安係員等関係者が協議し、次のように措置する。 

⑤-2-1 工事責任者 

保安統括者は従業員のうちから工事全般に関する責任者を定め、関係者に対し、引火、

爆発、ガス中毒、又は酸素欠乏に関する教育を行い、責任者立会いの上、工事を行う。 

⑤-2-2 工事前後の保安措置 

保安係員は、工事着手前に協力会社と協議し、パージ、清掃、その他の保安措置を確認

するとともに、工事完了及び運転開始に際しても保安措置を確認する。 

⑤-2-3 設備内作業に関する保安措置 

貯槽内等設備内で作業を行う場合は、設備内を完全に空気で置換し、ガス中毒及び酸素

欠乏の防止を徹底する。 
 

《異常状態に対する措置・訓練》 
⑥-1 不調・故障に対する措置 

(1) 運転が異常の時並びに電圧降下、停電、制御用空気等ユーティリティが異常の時の措

置、対策及び従業員への連絡等の措置基準を定め、保安係員は実務担当者に教育訓練す

る。 

(2) 保安係員は異常の原因を調査し、検討するとともに措置を講じる。 

⑥-2 事故・災害に対する措置 

(1) 事故・災害に対する措置は、各種の事故・災害を想定し、事故・災害の程度に対応す

る応急措置、防災活動、事業所内外及び関係者への通報連絡、退避の方法及び措置に関

することを定めた基準に従って、保安係員は関係者に教育訓練する。 

尚、電話回線が不通になった場合の消防署等への通報連絡方法を明確にしておく事。 

(2) 保安係員は事故・災害が起こった場合にはその原因を調査し対策を検討する。 

⑥-3 人身事故に対する措置 

保安係員は人身事故が発生した時の救急の措置を定めた基準類に従い、救急箱等の救急

用具等を設置し、救急訓練を行ない従業員を教育する。 

⑥-4 異常状態に対する措置 

保安係員は異常の状況、時期、措置、対策等を記録し、保存する。保存期間については

別途定める。 

またその結果を検討し、保安技術の向上に資する。 

⑥-5 関係事業所、協力会社等との関連 

保安係員は統括者と協議し、事故・災害の発生時における関係官庁、協力会社、関係事

業所等への通報連絡及び共同防災に関し、必要事項を定め、関係者を教育する。 

⑥-6 保安教育の計画及び実施 
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(1) 保安係員は別に制定した保安教育訓練計画に基づき、関係する従業員に対し、保安意

識の高揚、必要な規定類の周知徹底、保安技術の向上及び異常状態に対する措置等につ

いて教育訓練を行う。 

(2) 教育の結果を記録し、保安教育の充実に活用する。 

⑥-7 事故災害対策訓練 

保安係員は事故災害の発生に備え、事業所内防災訓練、関係事業所との合同防災訓練及

び夜間休日の防災訓練を定期的に計画・実施する。 
 

《協力会社の保安管理》 
⑦-1 管理監督の方法 

(1) 協力会社の保安上の責任範囲及びその管理方法を具体的に定め、保安係員は協力会社

の作業基準の作成を指導し、その従業員が基準を遵守するよう監督する。 

(2) 事業所の規定類のうち協力会社に必要なものを抜粋して提供し、遵守するよう助言す

る。 

⑦-2 保安教育 

保安係員は協力会社が作成した保安教育計画等の実施状況を確認する。 
 

《規定類の周知》 
⑧-1 危害予防規程及び規定類周知並びに活用 

(1) 保安統括者は保安係員と協議して、危害予防規程を関係する従業員に教育して周知徹

底させ、諸基準規定類とともに用いて教育訓練に活用する。 

(2) 危害予防規程及び規定類は従業員が常時閲覧出来ること。 

⑧-2 危害予防規程等に違反した者の措置 

保安係員は危害予防規程及び規定類の違反者に対する再発を防止するための教育訓練を

実施する。 
 

《保安管理の記録》 
⑨-1 保安管理の記録 

ａ．重要な記録の保存 

重要な記録の保存期間は永久保存とする。 

① 保安検査、定期自主検査、開放検査及び指導事項 

② 施設等の工事及び修理事項（軽微変更届含む） 

③ 施設台帳 

④ 異常状態に関する記録 

⑤ 規定類の制定、改定 

ｂ．その他の記録の保存 

① 保安査察の記録   ５年 

② 運転、操作等の記録 ２年 

③ 巡視、点検記録   ２年 

④ 受入、充てん記録  ２年 

⑤ 月例点検記録    ２年 

⑥ 保安教育実施記録  ２年 
 

《危害予防規程の制定及び変更》 
⑩-1 作成、制定及び変更の方法 

危害予防規程は、経営者が保安統括者等の関係者と作成し制定する。また変更する時も

同様に行う。 

⑩-2 届出及び発効 

(1) 経営者は、制定、又は変更する危害予防規程を、速やかに都道府県知事に届出をする。 

(2) 届出をした危害予防規程は即日発効とする。 

⑩-3 経過の記録 

危害予防規程の制定及び変更の経過を明らかにするため、次の事項を危害予防規程に記

録する。 

① 制定及び変更年月日 

② 受理年月日（届出番号） 

③ 変更の概要 

5



《保安に関する協定》 
⑪-1 事業所外との協定 

他の製造事業所との相互援助協定、移動に係る地域防災協議会等に関する協定、地方自

治体等との災害防止に関する協定等を必要に応じて協定する。 

⑪-2 規定類の整備 

保安統括者は、災害の発生防止の為の基準・規定類について保安係員と協議し、必要に

応じて経営者の承認を得てこれを整備する。 

⑪-2-1 関連する規定類 

危害予防規程の細部を明らかにするため、次の事項に関する規定類を十分に整備し、そ

の対象者を明確にする。 

① 規定類の制定、改定、周知の方法及びその管理方法 

② 保安査察の方法 

③ 運転方法 

④ 受入作業 

⑤ 充てん作業（移動式製造設備への送り出し含む） 

⑥ 移動 

⑦ 容器取扱作業 

⑧ 製造設備、保安設備、測定機器等の設備の取扱い及びその管理 

⑨ 電気、水、不活性ガス、制御用空気等のユーティリティ 

⑩ 巡視点検 

⑪ 定期自主検査 

⑫ 工事及び修理の管理 

⑬ 異常状態に対する措置 

⑭ 協力会社の保安上の責任範囲及び管理 

⑮ その他保安に関する事項 

⑪-2-2 制定の方法等 

(1) 必要の都度制定し、改定する。 

(2) 作成、制定、改定等に関する決裁の方法を規定類に定める。 

(3) 関係者への周知方法を規定類に定める。 

(4) 規定類の管理責任者を明確にする。 

⑪-3 保安査察 

経営者は保安査察について次の事項を規定類に定め、実施することにより製造施設の保

安の実態を的確に把握して指導するとともに、保安係員等の意見を積極的に聞き、それを

保安対策に反映する。 

① 保安査察実施の頻度 

② 保安査察者の構成 

③ 査察の実施内容 

④ 保安査察の記録（保安上の問題点、経営者の指導内容等） 

⑤ 保安査察結果の活用方法（その他事業所への周知、予算への反映等） 

⑪-4 改善提案等 

広く従業員に対し、保安に関する改善提案及び表彰の制定を実施し、保安意識の高揚と

保安の向上を図る。 
 

《地震防災規程》 
⑫-1 警戒宣言及び地震予知情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震

注意）の伝達 

警戒宣言及び地震予知情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地

震注意）の受領責任者は、ただちに製造施設の保安管理組織体制の情報伝達系統に依り、

保安統括者への情報の伝達を行なう。保安統括者は保安係員等担当部署責任者へ情報の伝

達を行なう。 

⑫-2 避難等の勧告、又は指示 

保安統括者は、事業所の災害警戒本部より避難等の勧告、又は指示を受けた時、製造施

設の保安管理組織体制により、勧告、又は指示を地震防災計画の規定により、保安係員等

担当部署責任者へ伝達する。 
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⑫-2-1 時間差発生等における避難 

南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表された場合に

おける災害応急対策に係る措置。 

⑫-3 地震防災応急体制の確立 

保安統括者は、地震防災計画の規定により、動員の範囲、防災要員の確保等について、

人員の召集を行ない、当該製造施設の地震防災応急体制を確立する。 

⑫-3-1 救急体制の確保 

保安統括者は、地震防災計画の規定により、当該製造施設の救急要員の確保、救急資機

材の整備及びその他の救急体制の確保を行なう。 

⑫-4 施設・設備及び防災資機材の整備点検 

保安統括者は、地震防災計画の規定により、当該製造施設の施設・設備及び防災資機材

の整備・点検を保安係員に指示し、これを整備監督させる。 

⑫-5 製造施設の整備・点検・運転 

保安統括者は、地震防災計画の規定により、当該製造施設の整備・点検・運転について

保安係員に指示し、保安係員はこれを監督する。 

⑫-6 災害の発生の防止、又は軽減を図るための措置 

保安統括者は、災害の発生の防止、又は軽減を図るため、次に揚げる項目について地震

防災計画の規定により、保安係員に実施を指示し、保安係員はこれを実施・監督する。 

① 当該製造施設の運転、充てん作業、火気取扱い作業、高所作業等の停止、又は制御

の措置 

② タンクローリー等入荷設備の待避、又は安全措置 

③ 落下防止、転倒防止等の安全措置 

④ その他災害の発生を防止、又は軽減を図るための措置 

⑫-6-1 消防、水防その他の応急措置 

保安統括者は、消防、水防その他の応急措置について、地震防災計画の規定により保安

係員に指示し、保安係員は次に揚げる項目につき応急措置を実施し、これを監督する。 

① 消火用機器、散水装置、貯水施設、保安用不活性ガス設備等について、防消火設備

に関する作動テスト及びその他の応急措置 

② 排水及び防潮のための設備に関する応急措置 

⑫-7 地震防災に係る教育訓練 

保安統括者は、保安教育計画、地震防災計画の定めるところに従って、警戒宣言、南海

トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表されたときの地震防

災応急策を円滑に行うために次に掲げる事項に関する教育及び訓練を実施し、これを監督

する。 

① 地震に関する知識・大震法・同法施行令、地震防災規程及び同計画に関する地震防

災上必要な教育 

② ⑫-1～10までの項目に関する訓練、関係事業所との共同防災訓練等、地震防災上必

要な訓練 

⑫-8 地震防災に係る広報 

保安統括者は、事業所周辺の地域住民に対する地震防災に係る広報について、保安教育

計画・地震防災計画の定める内容・方法・時期等に従って広報を行なわせ、これを監督す

る。 

⑫-9 地震警戒解除宣言、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）に係る措置 

警戒解除宣言、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）等の情報について受領責任者は保

安統括者に対して解除宣言、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）等の情報を伝達し、保

安統括者は地震防災計画の規定により、指示した措置の解除を保安係員等、担当部署責任

者へ伝達する。 

⑫-10 地震防災に係る保安統括者等の職務 

(1) 保安統括者は地震防災規程に関する事項を統括管理する。 

(2) 保安統括者は関係者と協議して、地震防災計画を作成する。 

(3) 地震防災計画の実施責任者は、地震防災計画の定めるところによる。 

⑫-11 地震防災規程の制定、又は変更 

この地震防災規程は危害予防規程の追加規定として制定する。またこれを変更したとき

も同様とする。 
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《地震・津波に対する措置》 
⑬-1 地震・津波に対する措置 

(1) 地震・津波情報に対応する措置 

① 地震・津波に関する情報 

② 地震・津波に関する応急措置及び対策 

③ 地震・津波に関する防災活動 

④ 地震・津波に関する事業所内外及び関係者への通報連絡 

⑤ 地震・津波に関する退避の方法及び措置 

⑥ 地震・津波に関する訓練及び措置基準の周知 

⑬-2 津波による高圧ガス製造施設の被害想定 

⑬-2-1 津波浸水予測 

保安係員は、国、都道府県が検討及び公表している津波の規模、浸水範囲等を踏まえ、

事業所の津波浸水予測を行う。 

⑬-2-2 津波による高圧ガス製造施設の被害想定 

保安係員は、津波浸水予測等を活用し、また、過去に発生した震災による被害状況を参

考とし、高圧ガス製造施設の被害想定を行う。 

⑬-3 流出容器等の回収 

保安係員は、津波浸水により事業所外へ流出した容器等の回収に係る措置を講じる。 

① 都道府県等、関係団体、関係事業所等との協力体制 

② 協力体制（流出容器の対処方法）の周知（通常時及び発災後） 

⑬-4 教育訓練 

保安係員は、次に示す教育訓練を定期的に実施し、防災活動等の習熟を図るとともに、

訓練結果等に応じて措置内容等の見直しを行う。 

① 地震・津波に対する心構え、緊急時の体制等 

② 緊急措置訓練 

③ 避難訓練 

④ 事業所内避難所での食糧・必需品の確保確認 

⑤ 関係事業所等と協力した容器回収訓練 

⑥ その他必要な教育訓練 
 

《台風・気象情報に対する措置》【自主保安：参考】 
⑭-1 台風・気象情報に対する措置【自主保安：参考】 

① 台風・気象に関する情報 

② 台風・気象に関する応急措置及び対策 

③ 台風・気象に関する防災活動 

④ 台風・気象に関する事業所内外及び関係者への通報連絡 

⑤ 台風・気象に関する退避の方法及び措置 

⑥ 台風・気象に関する訓練及び措置基準の周知 
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（３）－１ 省令に規定される危害予防規程の項目・定めるべき内容 
●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

省令に規定される定めるべき内容 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

① 製造施設及び製造方法

の技術上の基準に関す

る事項 

<<施設に関する保安管理>>       

①-1 法令に定められた施設の技術上の基準  ●  ◎   

①-1-2 製造施設の位置、距離及び建造物の構造等  ●  ◎   

①-1-2 製造設備の構造等  ●  ◎   

①-1-3 保安設備、測定機器等  ●  ◎  ○ 

①-2 設備管理  ●  ◎  ○ 

①-3 施設の検査  ●  ◎   

        

② 保安管理体制及び保安

統括者、保安技術管理

者、保安係員、保安主

任者、保安企画推進者

の行うべき職務の範囲

に関すること 

<<保安管理体制>>       

②-1 保安管理組織 ● ●  ○  ○ 

②-1-1 製造施設内の組織  ●  ◎  ○ 

②-1-2 製造施設外の組織との関連 ● ●  ○   

②-1-3 保安統括者等の選任 ● ◎  ◎   

②-1-4 任命の方法 ● ◎  ◎   

②-2 保安統括者及び代理者の職務 ● ◎  ○  ○ 

②-3 保安係員及び代理者の職務 ● ●  ◎   

②-3-1 製造施設及び製造の方法の管理    ◎  ○ 

②-3-2 施設の巡視点検及び検査    ◎  ○ 

②-3-3 協力会社の保安管理    ◎  ○ 

②-3-4 異常状態に対する措置    ◎  ○ 

②-3-5 保安教育の計画 ● ◎  ◎  ○ 

        

③ 製造施設の安全な運転

及び操作に関すること 

<<運転、操作、充てん等に関する保安管理>>       

③-1 製造施設の運転管理  ●  ◎  ○ 

③-1-1 運転、操作及び充てんを行う者    ◎  ○ 

③-1-2 運転、操作、充てんに関する規定類の作成及び実施  ●  ◎  ○ 

③-2 運転    ◎  ○ 

③-2-1 用役等の管理    ◎  ○ 

③-2-2 受入れ、充てんの管理    ◎  ○ 

③-2-3 夜間、又は休日の運転開始及び運転停止  ●  ◎  ○ 

③-2-4 運転操作等の記録  ●  ◎  ○ 

        

④ 製造施設の保安に係る

巡視及び点検に関する

こと 

<<巡視点検>>       

④-1 巡視点検    ◎  ○ 

        

⑤ 製造施設の新増設に係

る工事及び修理作業の

管理に関すること 

<<施設を新増設するときの保安管理>>       

⑤-1 施設を新増設するときの保安管理 ● ◎  ○   

⑤-2 工事を行う時の保安管理  ●  ◎  ○ 

⑤-2-1 工事責任者  ●  ◎  ○ 

⑤-2-2 工事前後の保安措置  ●  ◎  ○ 

⑤-2-3 設備内作業に関する保安措置  ●  ◎  ○ 

        

⑥ 製造施設が危険な状態

となったときの措置及

びその訓練方法 

<<異常状態に対する措置・訓練>>       

⑥-1 不調・故障に対する措置  ●  ◎  ○ 

⑥-2 事故・災害に対する措置  ●  ◎  ○ 

⑥-3 人身事故に対する措置  ●  ◎  ○ 

⑥-4 異常状態に対する措置  ●  ◎  ○ 

⑥-5 関係事業所、協力会社等との関連 ● ◎  ○   

        

<<保安教育>>       

⑥-6 保安教育の計画及び実施  ●  ◎  ○ 

⑥-7 事故災害対策訓練  ●  ◎  ○ 

        

⑦ 協力会社の作業の管理

に関すること 

<<協力会社の保安管理>>       

⑦-1 管理監督の方法  ●  ◎  ○ 

⑦-2 保安教育  ●  ◎  ○ 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

省令に規定される定めるべき内容 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

⑧ 従業者への危害予防規

程の周知方法及び違反

した者に対する措置 

<<規定類の周知>>       

⑧-1 危害予防規程及び規定類周知並びに活用  ●  ◎  ○ 

⑧-2 危害予防規程等に違反した者の措置 ● ◎  ○  ○ 

        

⑨ 保安に係る記録に関す

ること 

<<保安管理の記録>>       

⑨-1 保安管理の記録  ◎  ○   

        

⑩ 危害予防規程の作成及

び変更の手続きに関す

ること 

<<危害予防規程の制定及び変更>>       

⑩-1 作成、制定及び変更の方法 ● ◎  ○   

⑩-2 届出及び発効 ● ◎  ○   

⑩-3 経過の記録  ◎  ○   

        

⑪ その他の災害の発生防

止に関する必要事項 

<<保安に関する協定>>       

⑪-1 事業所外との協定 ● ◎  ○   

⑪-2 規定類の整備 ● ◎  ○  ○ 

⑪-2-1 関連する規定類 ● ◎  ○  ○ 

⑪-2-2 制定の方法等 ● ◎  ○   

⑪-3 保安査察 ● ◎  ○   

⑪-4 改善提案等 ● ◎  ○   

        

⑫ 地震防災に関する所定

の事項（地震予知情報、

警戒宣言、南海トラフ

地震臨時情報（調査中、

巨大地震警戒、巨大地

震注意）が発せられた

場合） 

<<地震防災規程>>       

 地震防災規程 ● ◎  ○  ○ 

⑬ 地震・津波に対する措

置 

<<地震・津波に対する措置>>       

⑬-1 地震・津波に対する措置 ● ◎  ○  ○ 

⑬-2 津波による高圧ガス製造施設の被害想定 ● ◎  ○  ○ 

⑬-2-1 津波浸水予測 ● ◎  ○  ○ 

⑬-2-2 津波による高圧ガス製造施設の被害想定 ● ◎  ○  ○ 

⑬-3 流出容器等の回収 ● ◎  ○  ○ 

⑬-4 教育訓練 ● ◎  ○  ○ 

        

⑭ 台風・気象情報に対す

る措置 

【自主保安：参考】 

《台風・気象情報に対する措置》【自主保安：参考】       

⑭-1 台風・気象情報に対する措置 ● ◎  ○  ○ 
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（３）－２ 地震・津波に対する措置の例【新規追加】 
 

地震・津波に対する措置 

(1) 地震・津波情報に対応する措置 

① 地震・津波に関する情報 

南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）・緊急地震速報等の情報

については、ラジオ、テレビ、防災行政無線、携帯電話等の放送及び配信により入手する。入

手した情報は情報責任者(保安係員名)に報告する。 

情報責任者(保安係員名)は事業所責任者（事業所責任者名、又は統括者名)に情報についての

報告を行い情報についての処理・管理を行う。 

内容については、地震防災計画様式第１号に記録する。 

 

② 地震・津波に関する応急措置及び対策 

南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の入手後は情報の経過に

ついて継続して情報の収集を行う。 

南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）・緊急地震速報等の受領

後、地震防災対策を迅速かつ的確に実施するため、警戒本部を設置する。 

設置場所は（      )として準備行動を開始できるものについての指示を行う。 

警戒本部長（任命者氏名)、又は防災責任者（任命者氏名)は情報及び警戒連絡係（防災要員

配備責任者名)・救護及び救急係（防災要員配備責任者名)・防消火及び施設点検係（防災要員

配備責任者名)の各防災要員配備責任者、又は指名代行者に応急措置及び対策を指示する。 

召集された防災要員は自身の安全確保を最優先し、状況により指定された任務を行う。 

 

③ 地震・津波に関する防災活動 

防災要員は、所定の防災活動を実施後、防災要員配備責任者、又は情報責任者に報告し、定

められた場所に待機する。 

待機場所には安全が確保できる場所とし、状況により待機場所を変更する場合は情報責任者

（保安係員名）に報告する。 

 

待機場所 

地  震  

津  波  

 

所定の防災活動とは地震防災計画に定める地震防災警戒本部の設営・救急体制の確保、施

設・設備及び防災資機材の整備・点検、製造施設の運転及び作業の停止、災害の防止、又は軽

減を図るための措置、等をいう。 

 

④ 地震・津波に関する事業所内外及び関係者への通報連絡  

南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）・緊急地震速報等の受領

後、防災責任者は事業所内に居る全ての人に通報設備を使用して確実に通報する。 

 

通報範囲と設けるべき通報設備（高圧ガス保安法例示基準２８） 

通報設備の通報範囲 
設けるべき通報設備 

（次に掲げるものの１、又は２以上） 

・ 当該事業所の保安統括者等が常駐する

事業所と現場事務所（製造施設を運転、

又は管理する者が常駐する事務所をい

う。以下同じ）との間（両事業所が同一

の場合を除く。） 

・ 現場事業所相互間 

・ ページング設備 

・ 構内電話 

・ 構内放送設備 

・ インターホン 

・ 公共保安機関等 

・ 消防署・警察署 

・ 専用電話 

・ ＮＴＴ回線電話 
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事業所全体 

・ ページング設備 

・ 構内放送設備 

・ サイレン 

・ 携帯用拡声器 

・ メガホン（当該事業所内の面積が１，

５００㎡以下の場合に限る。以下次の欄

において同じ。） 

・ トランシーバー 

・ 事業所の任意の場所における作業員相

互間 

・ 携帯用拡声器 

・ トランシーバー（計器等に対する影響

の無い場合に限る。） 

・ メガホン 

※ 網掛け欄は県指導による。 

 

⑤ 地震・津波に関する退避の方法及び措置 

南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）・緊急地震速報等の受領

後、防災責任者は事業所内に居る全ての人に通知後、防災要員以外の従業員に対し避難計画に

より避難指示し、事業所内の外来者に避難・退去を勧告し、避難誘導する。 

避難経路については、建物の倒壊・津波・山崩等の危険箇所を避け安全を確保した経路にて

避難する。 

 

避難場所 

地  震  

津  波  

 

地震発生後、防災要員は自身の安全を確保した上で状況を把握して、待機場所に危険がある

と判断される場合には、建物の倒壊・津波・山崩等の危険箇所を避け安全を確保した経路にて

避難する。 

退避完了後、救護及び救急係（防災要員配備責任者名）は情報責任者（保安係員名）、又は

事業所責任者（事業所責任者名、又は統括者名）に退避についての報告を行う。 

内容については、地震防災計画様式第２号に記録する。 

 

⑥ 地震・津波に関する訓練及び措置基準の周知 

地震防災・応急対策を円滑に行うために地震防災に係る教育及び訓練を計画に基づき行い実

施すべき内容を確認する。内容については、地震防災計画様式第6号及び様式第7号により実施

する。 

 
(2) 津波による被害想定 

① 津波浸水予測 

保安係員は、国、都道府県が検討及び公表している津波の規模、浸水範囲等を踏まえ、事業

所の津波浸水予測を行う。 

② 津波による製造施設の被害想定 

保安係員は、津波浸水予測等を活用し、また、過去に発生した震災による被害状況を参考と

し、製造施設の被害想定を行う。 

 

(3) 流出容器等の回収 

保安係員は、津波浸水により事業所外へ流出した容器等の回収に係る措置を講じる。 

① 都道府県等、関係団体、関係事業所等との協力体制 

② 協力体制（流出容器の対処方法）の周知（通常時及び発災後） 
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《資料１》津波警報・注意報、津波情報、津波予報について（気象庁） 

警報・注意報の種類 

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 
想定される被害と 

取るべき行動 数値での発表 

（津波の高さ予想の区分） 

巨大地震の 

場合の発表 

大津波 

警報 

（※） 

予想される津波の高さ

が高いところで３ｍを

超える場合。 

１０ｍ超 

(10ｍ＜予想高さ) 

巨大 

木造家屋が全壊・流失し、人は津波

による流れに巻き込まれます。 

沿岸部や川沿いにいる人は、ただち

に高台や避難ビルなど安全な場所へ

避難してください。 

１０ｍ 

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

５ｍ 

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津波警報 

予想される津波の高さ

が高いところで１ｍを

超え、３ｍ以下の場合。 

３ｍ 

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 
高い 

標高の低いところでは津波が襲い、

浸水被害が発生します。人は津波に

よる流れに巻き込まれます。 

沿岸部や川沿いにいる人は、ただち

に高台や避難ビルなど安全な場所へ

避難してください。 

津波 

注意報 

予想される津波の高さ

が高いところで０．２ｍ

以上、１ｍ以下の場合で

あって、津波による災害

のおそれがある場合。 

１ｍ 

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) 
（表記しない） 

海の中では人は速い流れに巻き込ま

れ、また、養殖いかだが流失し小型

船舶が転覆します。 

海の中にいる人はただちに海から上

がって、海岸から離れてください。 

※ 大津波警報は、特別警報に位置づけられています。 

 

津波情報の種類 

種類 内容 

津波到達予想時刻・ 予想される津波

の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻（※）や予想される津波の高さ（発表内容は

津波警報・注意報の種類の表に記載）を発表します。 

※ この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が

到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲

ってくることもあります。 

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻

に関する情報 
主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表します。 

津波観測に関する情報（※１） 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表します。 

沖合の津波観測に関する情報（※２） 
沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される沿岸での津

波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表します。 

（※１）津波観測に関する情報の発表内容について 

沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の

観測時刻と高さを発表します。 

津波は繰り返し襲い、あとから来る波の方が高くなることがあるため、観測された津波が小

さいからといって避難を止めてしまうと危険です。 そのため、最大波の観測値については、

大津波警報または津波警報が発表中の津波予報区において、観測された津波の高さが低い間

は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝えます。 

 

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

警報・注意報の発表状況 観測された津波の高さ 内容 

大津波警報を発表中  
１ｍ超 数値で発表 

１ｍ以下 「観測中」と発表 

津波警報を発表中  
０．２ｍ以上 数値で発表 

０．２ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報を発表中  （すべての場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小さい場合は「微弱」

と表現。） 
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（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波

の観測時刻と高さを観測点ごとに発表します。また、これら沖合の観測値から推定される沿

岸での推定値※（第１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区

単位で発表します。 

最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考

慮し、一定の基準を満たすまでは数 値を発表しません。大津波警報または津波警報が発表

中の津波予報区において、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」

（沖合での観 測値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中

であることを伝えます。 

 

沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値※）の発表内容 

警報・注意報の発表状況 
沿岸で推定される 

津波の高さ 
内容 

大津波警報を発表中  

３ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

３ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を「推

定中」と発表 

津波警報を発表中  

１ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

１ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を「推

定中」と発表 

津波注意報を発表中  （すべての場合） 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

※ 沿岸からの距離が100kmを超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難

しいため、沿岸での推定値は発表しません。また、観測値についても、他の観測点で観測値

や推定値が数値で発表されるまでは、「観測中」と発表します。 

 

津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表します。 

発表される場合 内容 

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表します。 

0.2ｍ未満の海面変動が

予想されたとき 

高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配はなく、特段の防災対応

の必要がない旨を発表します。 

津波注意報解除後も海面

変動が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性が高いため、海に

入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要である旨を発表し

ます。 

 

津波・火山・地震（地震動）に関する特別警報の発表基準 

これらの特別警報は、名称に「特別警報」は用いず、従来どおりの名称で発表します。例えば、

大津波警報が発表された時は、それが津波に関する特別警報が発表されたという意味です。 

 
※ 噴火警戒レベルを運用している火山では「噴火警報（居住地域）」（噴火警戒レベル４また

は５）を、噴火警戒レベルを運用していない火山では「噴火警報（居住地域）」（キーワード：

居住地域厳重警戒）を特別警報に位置づけています。 
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《資料２》 
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《資料３》緊急地震速報の入手方法について 

 

一般的な入手方法について 

 

テレビやラジオによる放送 

平成１９年１０月１日から、準備の出来た放送局から順次、テレビ・ラジオにて緊急地震速報を放

送しています。 

日本放送協会（ＮＨＫ）では、気象庁が一般向けの緊急地震速報（警報）を発表した際に、文字や

音声などにより放送します。この放送は、全国のどの地域を対象とした緊急地震速報（警報）であっ

ても、全国すべての地域で放送されます。 

民間の放送局においても、準備が整ったところから、気象庁が一般向けの緊急地震速報（警報）を

発表した際、当該放送局の放送エリアが対象地域である場合に、文字や音声などにより放送されます。 

民間放送局の放送形式や内容、放送開始時期等については、各放送局にご確認ください。 

 

【注】５弱以上の震度を予想した場合に一般向けの緊急地震速報（警報）を発表しますが、もっと大

きな震度が予想されたときだけ放送するところもあります。 

【注】テレビ・ラジオでは、電源が切ってある場合、緊急地震速報は受信できません。 

【注】テレビ・ラジオでは、緊急地震速報の報知音として、ＮＨＫのチャイム音を多くの放送局で使

用しています。 

 

緊急地震速報が放送されたことがすぐにわかるよう、ＮＨＫのチャイム音を試聴しておきましょ

う。またＮＨＫラジオ第１放送では、毎週木曜日午前１１時３０分頃、リスナーの皆様に緊急地震速

報が発表されたときのチャイム音を確認いただくための番組が放送されていますので、こちらも聴取

してみましょう（番組内容の変更等で放送しない時もあります）。 

 

防災行政無線による放送 

平成１９年１０月１日以降、市区町村では、準備が整い次第、総務省消防庁による全国瞬時警報シ

ステム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を用いた防災行政無線による放送が行われています。放送実施の有無や放

送基準、放送内容などの詳しいことは、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。 

 

携帯電話による受信 

携帯電話各社により、携帯電話への緊急地震速報の配信が行われています。 

現在（平成２２年８月２５日）、携帯電話の同報機能を使用して緊急地震速報を配信しているのは、

ＮＴＴドコモ（平成１９年１２月より）、ａｕ（ＫＤＤＩ）（平成２０年３月より）、ソフトバンク（平

成２２年８月より）の３社になります。 

受信できる携帯電話のことや受信するための設定などの詳細については携帯電話各社へお問い合

わせください。 

 

【注】携帯電話では、テレビ・ラジオとは別の報知音を使用しています（各社共通です）。緊急地震

速報が放送されたことがすぐにわかるよう、携帯電話の報知音（ドコモのページ）を試聴してお

きましょう。 

 

施設の館内放送等 

緊急地震速報の館内放送に行っている施設では、館内放送で緊急地震速報を知ることも可能になり

ます。 

 

 

 

 

 

（参考）気象庁本庁庁舎では、庁舎内で緊急地震速報を放送します。 

 

参考：http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/eew_receive.html 
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《資料４》第４次被害想定 ① 津波による浸水面積と物的・人的被害 

レベル１の地震（東海・東南海・南海地震）津波 

 
  

平均 最大 全壊 半壊 計 死者 重傷者 軽症者 計

28.70 2,330 4,800 7,130 2,470 150 300 450

下田市 4 9 1.40 100 700 800 0 0 0 0

東伊豆町 3 3 0.10 10 30 40 0 0 0 0

河津町 3 4 0.10 10 20 30 0 0 0 0

南伊豆町 5 7 0.80 70 200 270 20 0 0 0

松崎町 5 8 0.80 200 400 600 400 40 90 130

西伊豆町 5 7 1.20 400 1,000 1,400 600 40 80 120

熱海市 2 2 0.10 0 10 10 0 0 0 0

伊東市 2 3 0.20 0 60 60 0 0 0 0

沼津市 4 7 2.70 1,200 1,200 2,400 1,000 20 40 60

伊豆市 5 7 0.80 200 400 600 300 10 30 40

富士市 3 3 0.30 0 10 10 0 0 0 0

静岡市駿河区 5 7 0.50 0 10 10 10 0 0 0

静岡市清水区 4 7 2.40 20 200 220 70 40 50 90

焼津市 4 6 1.50 10 100 110 50 0 10 10

牧之原市 6 11 2.10 100 300 400 20 0 0 0

吉田町 4 5 0.20 0 0 0 0 0 0 0

磐田市 5 6 1.30 0 10 10 0 0 0 0

掛川市 5 6 0.60 0 0 0 0 0 0 0

袋井市 5 5 0.30 0 0 0 0 0 0 0

湖西市 3 7 2.20 10 40 50 0 0 0 0

御前崎市 7 11 2.80 0 40 40 0 0 0 0

浜松市西区 2 7 2.70 0 30 30 0 0 0 0

浜松市北区 1 1 1.70 0 40 40 0 0 0 0

浜松市南区 6 7 1.90 0 0 0 0 0 0 0

建物損壊（棟）
人的損壊（人）

夏・昼、早期避難率高＋呼びかけ

沿岸市町合計

東
　
　
部

中
　
　
部

西
　
　
部

波高
Ｔ．Ｐ．＋ｍ

市町村
浸水面積

ｋ㎡
1cm以上

17
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《資料５》 
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（３）－３ 台風・気象情報に対する措置の例【自主保安のための参考資料】 
 

台風・気象情報に対する措置 

① 台風・気象に関する情報 

台風・気象に関する情報はラジオ、テレビ、防災行政無線、携帯電話等の放送及び配信によ

り入手する。 

入手した情報は特別警報、警報・注意報の基準により保安係員、又は事業所責任者・統括者

に報告・連絡をする。 
 

 報告・連絡を行う特別警報 

現象の種類 発表基準 連絡先① 連絡先② 

大雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の

降水量となる大雨が予想され、若しく

は、数十年に一度の強度の台風や同程度

の温帯低気圧により大雨になると予想

される場合 

保安係員名 保安統括者名 

暴風 
数十年に一度の

強度の台風や同

程度の温帯低気

圧により 

暴風が吹くと予想さ

れる場合 
保安係員名 保安統括者名 

高潮 
高潮になると予想さ

れる場合 
保安係員名 保安統括者名 

波浪 
高波になると予想さ

れる場合 
保安係員名 保安統括者名 

暴風雪 

数十年に一度の強度の台風や同程度の

温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹く

と予想される場合 

保安係員名 保安統括者名 

大雪 
数十年に一度の降雪量となる大雪が予

想される場合 
保安係員名 保安統括者名 

 

 報告・連絡を行う警報・注意報 

警報・注意報 発表基準 連絡先① 連絡先② 

大雨・洪水警報 
区域内の市町村で別表１、別表２の基準

に到達することが予想される場合 
保安係員名 保安統括者名 

暴風警報 陸上２０ｍ／ｓ、 海上２５ｍ／ｓ 保安係員名 保安統括者名 

暴風雪警報 
陸上２０ｍ／ｓ、 海上２５ｍ／ｓ 

雪を伴う 
保安係員名 保安統括者名 

大雪警報 
平地２４時間降雪の深さ１０ｃｍ 

山地２４時間降雪の深さ２０ｃｍ 
保安係員名 保安統括者名 

波浪・高潮警報 

３．０ｍ 

区域内の市町村で別表５の基準に到達

することが予想される場合 

保安係員名 保安統括者名 

低温注意報 冬期：最低気温－４℃以下 保安係員名 保安統括者名 
 

② 台風・気象に関する応急措置及び対策 

台風・気象に関する情報を入手後は情報の経過について継続して情報の収集を行う。 

警報・注意報で警戒すべき製造施設への防災に対して応急措置・対策の指示を事業所責任者

（事業所責任者名、又は統括者名）、又は代理者（保安係員名）は各防災要員配備責任者（防

災要員配備責任者名）、又は指名代行者に指示する。 

各防災要員配備責任者、又は指名代行者は招集された各防災要員に、応急措置及び対

策を指示する。 
 

③ 台風・気象に関する防災活動 

防災要員は、所定の防災活動を実施後、各防災要員配備責任者（防災要員配備責任者名）、

又は指名代行者に報告し、定められた場所に待機する。 

待機場所については（        ）とし、情報・状況の変化による新たな防災活動の

指示を待つ。 
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所定の防災活動とは危害予防規程に定める異常状態に対する措置(救急体制の確保、施設・

設備及び防災資機材の整備・点検、製造施設の運転及び作業の停止、災害の防止、又は軽減を

図るための措置等)をいう。 
 

④ 台風・気象に関する事業所内外及び関係者への通報連絡 

台風・気象に関する情報等の入手後、事業所責任者（事業所責任者名、又は統括者名）、又

は代理者（保安係員名）は事業所内の関係する全ての対象者に通報設備を使用して確実に通報

する。 
 

通報範囲と設けるべき通報設備（高圧ガス保安法例示基準２８） 

通報設備の通報範囲 
設けるべき通報設備 

（次に掲げるものの１、又は２以上） 

・ 当該事業所の保安統括者等が常駐する

事業所と現場事務所（製造施設を運転、

又は管理する者が常駐する事務所をい

う。以下同じ）との間（両事業所が同一

の場合を除く。） 

・ 現場事業所相互間 

・ ページング設備 

・ 構内電話 

・ 構内放送設備 

・ インターホン 

・ 公共保安機関等 

・ 消防署・警察署 

・ 専用電話 

・ ＮＴＴ回線電話 

事業所全体 

・ ページング設備 

・ 構内放送設備 

・ サイレン 

・ 携帯用拡声器 

・ メガホン（当該事業所内の面積が１，

５００㎡以下の場合に限る。以下次の欄

において同じ。） 

・ トランシーバー 

・ 事業所の任意の場所における作業員相

互間 

・ 携帯用拡声器 

・ トランシーバー（計器等に対する影響

の無い場合に限る。） 

・ メガホン 

※ 網掛け欄は県指導による。 
 

⑤ 台風・気象に関する退避の方法及び措置 

台風・気象に関する情報等の入手後、事業所責任者（事業所責任者名、又は統括者名）、又

は代理者（保安係員名）は事業所内の関係する全ての人に通知後、防災要員以外の従業員に待

機・避難指示し、事業所内の外来者に避難・退去を勧告し、避難誘導する。 

 

待機場所  

避難場所  

 

避難経路については、建物からの落下物・溢水・山崩等の危険箇所を避け安全を確保した経

路にて避難する。 

退避完了後、救護及び救急係（防災要員配備責任者名）は事業所責任者（事業所責任者名、

又は統括者名）、又は代理者（保安係員名）に退避についての報告を行う。 

報告内容については、地震防災計画様式第２号に同じ。 
 

⑥ 台風・気象に関する訓練及び措置基準の周知 

台風・気象に関する防災に係る教育及び訓練を保安教育計画に基づき行い実施し、措置基準

の周知と実施すべき内容を確認する。  
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（４） 地震防災規程 
 

１ 目的 

高圧ガス保安法（以下｢保安法｣という。）、大規模地震対策特別措置法（以下｢大震法｣

という。）及び南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「南

海トラフ法」という。）に基づく、地震防災対策強化地域（以下｢強化地域｣という。）及

び南海トラフ地震防災対策推進地域における（以下「事業所」という。）の地震防災に関

し必要な事項を定め、もって地震災害の発生防止、又は被害の軽減を図ることを目的と

する。 

 

２ 用語の定義 

この規程において揚げる用語の定義は保安法、大震法、南海トラフ法及びこれらの関

係法令並びに事業所の危害予防規程本文において定めるところによるほか次による。地

震防災計画は、内容をさらに具体的に定めたものである。 

 

（４）－１ 地震防災計画の目的と位置づけ 

 

１ 目的 

この計画は、大震法第３条第 1 項の規定に基づく地震対策強化地域に注意情報、予知

情報、警戒宣言、又は南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）

が発表された場合に措置すべき地震防災対策及び地震による津波に対する防災対策上必

要な事項を定め、もって、地震災害の発生の防止及び被害の軽減を図ることを目的とす

る。 

 

２ 地震防災計画の位置づけ 

この計画は、大震法第８条第１項３号ならびに南海トラフ法第８条第１項第３号に定

める地震防災規程の実施の方法等について定めたものである。 
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（４）－１ 省令に規定される地震防災規程の項目・定めるべき内容 

●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

省令に規定される定めるべき内容 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

地震防災に関する所定の事項        

1. 注意情報、南海トラフ地震臨時

情報（調査中、巨大地震警戒、

巨大地震注意）が発せられた場

合 

① 地震防災計画に定める実施方法 ● ◎  ○  ○ 

          

2. 地震予知情報、警戒宣言、南海

トラフ地震臨時情報（調査中、

巨大地震警戒、巨大地震注意）

が発せられた場合 

        

① 地震情報の伝達に関すること ① 警戒宣言及び地震予知情報、南海トラフ地震臨

時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）

の伝達 

● ◎  ○  ○ 

② 避難勧告又は指示に関すること ② 避難等の勧告又は指示 ● ◎  ○  ○ 

②-1 時間差発生等における避難 

南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震

警戒、巨大地震注意）が発表された場合におけ

る災害応急対策に係る措置 

● ◎  ○  ○ 

③ 防災要員の確保 ③ 地震防災応急体制の確立 ● ●  ◎  ○ 

③-1 緊急体制の確保 ● ◎  ○  ○ 

④ 防災設備、保安設備の整備、点

検に関すること 

④ 施設、設備及び防災資機材の整備点検 ● ◎  ○  ○ 

⑤ 製造施設の整備、点検、運転に

関すること 

⑤ 製造施設の製造・点検・運転  ●  ◎  ○ 

⑥ 災害発生防止又は軽減措置 ⑥ 災害の発生の防止又は軽減を図るための措置 ● ◎  ○  ○ 

⑥-1 消防、水防その他の応急措置 ● ◎  ○  ○ 

⑦ 防災訓練教育 ⑦ 地震防災に係る教育訓練 ● ◎  ○  ○ 

⑧ 広報 ⑧ 地震防災に係る広報 ● ◎  ○  ○ 

⑨ その他の地震防災に関する事項 ⑨ 地震の警戒解除宣言、南海トラフ地震臨時情報

（調査終了）に係る措置 

● ◎  ○  ○ 

⑨-1 地震防災に係る保安統括者等の職務 ● ◎  ○  ○ 

⑨-2 地震防災規程の制定又は変更 ● ◎  ○  ○ 
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「南海トラフ地震臨時情報」 
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（４）－３ 地震防災計画の規定・定めるべき内容 

●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

地震防災規程に定める事項 対応する地震防災計画の規定・定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

① 受領、情報の伝達 《警戒宣言の受領及び地震予知情報、南海トラフ地震臨時情

報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の伝達》 

      

①-1 情報責任者の指名等 

事業所責任者は、保安係員を情報責任者に、事務

担当者を同代理者に指名する。 

● ●  ◎  ○ 

①-2 情報責任者の任務 

情報責任者は、注意情報・予知情報警戒宣言、南

海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨

大地震注意）の発表を知った場合は速やかに注意情

報・予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報

（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）等の内容

について、ラジオ・テレビ等により記録（様式第１

号）確認し、事業所等責任者に報告する。 

● ●  ◎  ○ 

①-3 警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大

地震警戒、巨大地震注意）の処理 

● ◎  ◎  ○ 

①-3-1 事業所責任者は予知情報・警戒宣言の発令を受け

たときは①－５以下に定める事項を行なう。 

      

①-3-2 事業所責任者は注意情報、南海トラフ地震臨時情

報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の発表

を受けたときは①－５以下に定める事項のうちで

準備行動を開始できるものについて行動開始の指

示を各防災要員配備責任者に対して行なう。 

<<準備行動>> 

ⅰ．情報及び警戒連絡係 

▸ 防災要員の動員人員の確認 

▸ 外部との連絡、情報の収集 

（ラジオ、テレビ、携帯、無線等の準備） 

▸ 飲料水及び食糧等の準備 

ⅱ．救護及び救急係 

▸ 救急用具、医薬品の確保と準備 

▸ 避難場所の確認 

ⅲ．防消火及び施設点検係 

▸ 防災資機材の確保と点検 

▸ 非常用電源、照明の点検 

▸ 災害発生を防止、又は軽減させる為の準備 

（ローリー、一般車両の安全な場所への移動準

備） 

（容器の転落、転倒の防止） 

▸ 消火器、消防ポンプ、消火栓の点検 

▸ 津波、溢水及び冠水等に係る水防対策 

      

①-4 地震に係る情報等の伝達組織 

※ 独自の様式による 

● ◎  ◎  ○ 

①-5 地震に係る情報等の伝達の方法 

地震に係る注意情報・予知情報・警戒宣言、南海

トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大

地震注意）等はハンドマイク等により、事業所内に

居る全ての人に確実に伝達する。 

● ◎  ◎  ○ 

        

② 避難等の指示又は勧告 《避難の指示又は勧告》       

②-1 避難の指示、又は勧告 

予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調

査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）を受けて警戒

本部設置後、直ちに本部長は防災要員以外の従業員

及び外来者に対し、避難を勧告する。 

● ◎  ◎  ○ 

②-2 避難の確認 

情報及び警戒連絡係は避難が完了後、避難確認簿

（様式第 2 号）により、本部長に報告する。 

 

● ◎  ◎  ○ 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

地震防災規程に定める事項 対応する地震防災計画の規定・定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

  ②-3 時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事

項 

Ⅰ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表され

た場合における災害応急対策に係る措置に関する

事項 

① 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等 

▸ 各計画主体の情報伝達の経路、体制及び方法 

Ⅱ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発

表された場合における災害応急対策に係る措置に

関する事項 

① 災害応急対策をとるべき期間等 

▸ 後発地震に対して警戒する措置及び注意する

措置をとるべき期間 

② 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

の伝達等 

▸ 各計画主体の機関相互間及び機関内部におい

て、確実に情報が伝達されるようその経路及び

方法 

③ 工事中建築物等における安全確保上講ずべき

措置 

▸ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された場合の緊急点検、巡視の実施必要

箇所及び実施体制 

▸ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された場合における工事中の建築物そ

の他の工作物又は施設について安全確保上実

施すべき措置についての方針 

Ⅲ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発

表された場合における災害応急対策に係る措置に

関する事項 

① 災害応急対策をとるべき期間等 

▸ 後発地震に対して注意する措置をとるべき期

間 

② 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

の伝達等 

▸ 各計画主体の機関相互間及び機関内部におい

て、確実に情報が伝達されるようその経路及び

方法 

▸ 災害に関する会議に準じた組織の設置 

③ 関係機関のとるべき措置 

▸ 施設・設備等の点検等日ごろからの地震への

備えを再確認するものとし、その内容 

● ◎  ○ 
 ○ 

③ 応急体制の確立 《地震防災応急体制の確立》       

③-1 地震防災警戒本部の設置 

警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨

大地震警戒、巨大地震注意）が発表された場合、地

震防災対策を迅速かつ的確に実施するため、直ちに

警戒本部を設置する。 

● ◎  ○  ○ 

③-2 地震防災警戒本部の組織及び本部長 ● ◎  ○  ○ 

③-2-1 地震防災警戒本部の組織 ・・・組織図別紙 ● ◎  ○  ○ 

③-2-2 地震防災警戒本部長 

事業所責任者は、警戒本部の本部長の任務を行

う。 

事業所責任者とは、事業所のすべての業務を統括

管理する者又は保安統括者等をいう。 

事業所責任者が不在の場合は、あらかじめ指名し

た者がその任務を代行する。 

 

 

● ◎  ○  ○ 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

地震防災規程に定める事項 対応する地震防災計画の規定・定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

  ③-2-3 警戒本部構成員の任務等 ● ◎  ○  ○ 

 Ⅰ ① 本部長 

事業所の地震防災に関する全般について

指揮統括する。 

● ◎     

 ② 情報責任者 

注意情報・予知情報・警戒宣言、南海トラ

フ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨

大地震注意）の受領、事務所内外地震防災に

関する情報及び防災要員等の報告を処理し、

管理する。 

 ◎  ◎   

 Ⅱ 防災要員 

警戒本部の組織を構成する者をいい、事業所責

任者より指名された者で次に掲げる係の任務を

行う。 

ⅰ.情報及び警戒連絡係 

防災要員の動員、外部との連絡、情報の収

集、飲料水及び食糧等の準備並びに、他の係

に属さないことの処理を行う。 

事業所内の警戒体制の確認及び情報の伝達

を行う。 

ⅱ.救護及び救急係 

避難誘導及び負傷者の救護等を行う。 

ⅲ.防消火及び施設点検係 

事業所内の火気等の処理並びに防消火設備

の点検等を行う。防災資機材等の施設の点検

並びに設備の緊急措置等を行う。 

● ◎  ◎  ○ 

③-2-4 防災要員の動員 ● ◎  ○  ○ 

③-2-4-1 予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調

査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の発表を受け

たときは、防災要員の動員は本部長が行なう。 

      

③-2-4-2 事業所責任者は注意情報、南海トラフ地震臨時情

報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の発表

を受けたとき防災要員に対して準備行動をとるべ

き為の指示を行なう。 

      

③-2-5 防災要員の動員範囲 ● ◎  ○  ○ 

 Ⅰ 勤務時間内 

防災要員動員計画表による。 

※ 独自の様式による 

● ◎  ○  ○ 

 Ⅱ 勤務時間外 

防災要員動員計画表（別表第 1 表）による。 

※ 独自の様式による 

● ◎  ○  ○ 

③-2-6 防災要員の待機  ◎  ○  ○ 

③-2-6-1 予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調

査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の発表を受け

て、本部長の指示を受けた防災要員は所定の防災活

動を行ない、完了後は本部長に報告し、定められた

場所にて待機して災害の発生に備える。 

      

③-2-6-2 事業所責任者より注意情報、南海トラフ地震臨時

情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）を受

領した防災要員は準備行動を行なった後、準備完了

の報告を事業所責任者に行ない、各防災要員配備責

任者の指示に従う。 

      

③-2-7 地震防災警戒本部の設営等  ◎  ○  ○ 

③-2-7-1 予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調

査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の発表を受け

て、情報及び警戒連絡係は次の措置を行なう。 

Ⅰ 警戒本部の設営 

Ⅱ 食糧、飲料水、炊飯用具等の確保（様式第３号） 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

地震防災規程に定める事項 対応する地震防災計画の規定・定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

   Ⅲ テント、寝具等の確保（様式第３号） 

Ⅳ ラジオ、テレビ、無線等の確保（様式第３号） 

Ⅴ その他警戒本部の設営に必要な事項 

      

③-2-7-2 注意情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨

大地震警戒、巨大地震注意）の発表を受け、事業所

責任者は情報及び警戒連絡係に以下の準備行動を

指示する。 

<<準備行動>> 

ⅰ．情報及び警戒連絡係 

▸ 防災要員の動員人員の確認 

▸ 外部との連絡、情報の収集 

（ラジオ、テレビ、携帯、無線等の準備） 

▸ 飲料水及び食糧等の準備 

      

③-3 救急体制の確保  ◎  ○  ○ 

③-3-1 予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調

査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の発表を受け

て本部長の指示により、救護及び救急係は次の措置

を行なう。 

Ⅰ 救急用具、医薬品の確保（様式第４号） 

Ⅱ 避難場所の設営（負傷者等受入準備含む） 

Ⅲ その他の救急体制に必要な事項 

      

③-3-2 注意情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨

大地震警戒、巨大地震注意）の発表を受け事業所責

任者は、救護及び救急係に以下の準備行動を指示す

る。 

<<準備行動>> 

ⅰ．救護及び救急係 

▸ 救急用具、医薬品の確保と準備 

▸ 避難場所の確保 

      

        

④ 施設、設備及び防災資

機材の整備、点検 

《施設、設備及び防災資機材の整備、点検》  ◎  ○  ○ 

④-1 施設、設備及び防災資機材の整備、点検 

予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調

査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の発表を受け

て本部長の指示により、防消火及び施設点検係は次

の措置を行なう。 

ⅰ．防災資機材（様式第５号）の確保及び整備、

点検 

ⅱ．非常用電源の点検 

ⅲ．非常用照明用具の整備、点検 

      

 ⅳ．ガス漏れ検知器の整備、点検 

ⅴ．その他施設及び整備の防災上必要な整備、点

検 

施設、設備及び防災資機材については、警戒宣言の

解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）後にお

いても常に整備されていること。 

      

④-2 注意情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨

大地震警戒、巨大地震注意）の発表を受け事業所責

任者は、防消火及び施設点検係に以下の準備行動を

指示する。 

<<準備行動>> 

ⅰ．防消火及び施設点検係 

▸ 防災資機材の確保と点検 

▸ 非常用電源、照明の点検 

 ◎  ○  ○ 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

地震防災規程に定める事項 対応する地震防災計画の規定・定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

⑤ 製造施設の運転及び作

業の停止 

《製造施設の運転及び作業の停止》       

⑤-1 製造施設の運転及び作業の停止 

予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調

査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の発表を受け

て本部長の指示により、すべての製造施設の運転及

び作業を停止し次の措置をとる。 

ⅰ．処理設備（ポンプ、コンプレッサー等）の運

転を停止する 

ⅱ．緊急しゃ断弁を閉止する 

ⅲ．貯槽元弁を閉止する 

ⅳ．液面計の手動元弁を閉止する 

ⅴ．その他重要バルブ等を閉止する 

      

⑤-2 注意情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨

大地震警戒、巨大地震注意）の発表を受けて事業所

責任者は、全ての製造施設の運転及び作業の停止の

為の準備行動を指示する（作業基準手順による）。 

 ◎  ○  ○ 

        

⑥ 災害の防止又は軽減を

図るための措置 

《災害の防止、又は軽減を図るための措置》       

⑥-1 災害の防止、又は軽減を図るための措置  ◎  ○  ○ 

⑥-1-1 予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調

査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）を受けて本部

長の指示により、防災責任者及び防消火係及び施設

点検係は、次の区分によりそれぞれの措置を行う。 

      

⑥-1-1-1 その他災害の発生の防止又は軽減を図るための措

置 

Ⅰ タンクローリー等の待機及び固定 

ⅰ．タンクローリーを安全な場所に移動し左右に

車止めをする。 

ⅱ．一般車両を安全な場所に移動し車止めをす

る。 

Ⅱ 容器等の転落、転倒の防止 

ⅰ．容器はロープで緊結し転落転倒を防止する。 

ⅱ．容器のキャップを確認する。 

Ⅲ その他災害の発生のおそれのある行為の停止 

ⅰ．火気取扱いを中止する。 

ⅱ．高所作業を中止する。 

      

⑥-1-1-2 事業所責任者は注意情報、南海トラフ地震臨時情

報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の発表

を受けて、防災責任者及び防消火及び施設点検係に

以下の準備行動を指示する。 

      

 <<準備行動>> 

ⅰ．防消火及び施設点検係 

▸ 災害の発生を防止、又は軽減させる為の準備 

（ローリー、一般車両の安全な場所への移動準

備） 

（容器の転落、転倒の防止） 

▸ 消火器、消防ポンプ、消火栓の点検 

      

⑥-1-2 警戒体制及び連絡措置 

注意情報・予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震

臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）

を受けて、本部長（事業所責任者）の指示により情

報及び警戒連絡係は次の確認等を行 

なう。 

ⅰ．事業所内の火気制限の確認 

ⅱ．事業所内の警戒体制の確認 

ⅲ．通信連絡手段の確保及び情報の措置 

ⅳ．事業所内外の状況把握 

ⅴ．その他安全対策上必要な措置の確認 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

地震防災規程に定める事項 対応する地震防災計画の規定・定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

  ⑥-2 消防・水防、その他の応急措置 

注意情報・予知情報・警戒宣言、南海トラフ地震

臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）

を受けて、本部長（事業所責任者）の指示により防

消火及び施設点検係次の点検・整備を行なう。 

ⅰ．消火器・消防ポンプ・消火栓・消防ホース等

の措置 

ⅱ．防消火設備の作動確認及び水量の確認 

ⅲ．津波・溢水及び冠水等に係る水防対策 

ⅳ．その他消防、水防上必要な事項 

 ◎  ○  ○ 

        

⑦ 地震防災に係る教育、

訓練 

《地震防災に係る教育、訓練》       

⑦-1 地震防災応急対策を円滑に行うため、地震防災に

係る教育を地震防災訓練教育計画により、地震防災

に係る訓練を地震防災訓練計画により、それ 

ぞれ実施する。この教育及び訓練の実施責任者は、

事業所責任者とする。※ 独自の様式による 

● ◎  ○  ○ 

        

⑧ 地震防災に係る広報 《地震防災に係る広報》       

⑧-1 事業所周辺の地域住民に対する地震防災に係る

広報については、地震防災訓練その他必要な事項に

ついて、次に定める内容方法、時期等により広報す

る。 

 ◎  ○  ○ 

⑧-1-1 広報の内容 

Ⅰ 地震防災訓練の実施に関すること。 

Ⅱ 事業所の地震防災応急体制に関すること。 

Ⅲ 避難に関すること。 

Ⅳ 緊急措置に関すること。 

Ⅴ その他必要な事項 

 ◎  ○  ○ 

⑧-1-2 広報の方法 

説明会の開催、書面等による通知、広報車による

広報等を行う。 

 ◎  ○  ○ 

⑧-1-3 広報の時期 

地震防災訓練の実施をするとき、又は必要に応じ

て行う。 

 ◎  ○  ○ 

        

⑨ 警戒宣言の解除、南海

トラフ地震臨時情報

（調査終了）に係る措

置 

《警戒宣言の解除に係る措置》       

⑨-1 警戒宣言の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終

了）に係る措置 

● ◎  ○  ○ 

⑨-1-1 警戒解除宣言、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）

の伝達 

本部長は、警戒宣言の解除、南海トラフ地震臨時

情報（調査終了）が発表されたときは、①-4 に定め

る地震情報連絡網により、伝達をする。 

● ◎  ○  ○ 

⑨-2 警戒解除宣言、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）

に係る措置 

本部長は、警戒解除宣言、南海トラフ地震臨時情

報（調査終了）が発表されたときは、⑥-1 の規定に

より措置した災害の発生の防止、又は軽減のための

措置に係る指示を解除する。 

● ◎  ○  ○ 

⑨-3 本部長は、警戒解除宣言、南海トラフ地震臨時情報

（調査終了）が発表された後、災害のおそれがない

と認めたときは、警戒本部を廃止する。 

● ◎  ○  ○ 

⑨-4 注意情報の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査

終了）に係る措置 

 

 

 

● ◎  ○  ○ 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

地震防災規程に定める事項 対応する地震防災計画の規定・定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

  ⑨-4-1 注意情報の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終

了）の伝達 

事業責任者は注意情報の解除、南海トラフ地震臨

時情報（調査終了）の発表を受けたときは①－４に

定める地震情報連絡網により、伝達する。 

      

⑨-4-2 注意情報解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）

に係る措置 

事業責任者は注意情報解除、南海トラフ地震臨時

情報（調査終了）の発表を受けたときは①－３－２

で実施した準備について、解除の指示を各防災要員

配備責任者に対して行なう。 

      

        

⑩ 防災関係機関との連絡

調査等 

《防災関係機関との連絡調査等》       

⑩-1 市町村、消防及び警察との連絡調査等 

この計画に定めて地震防災応急対策にあたり、あ

らかじめ、その内容について市町村、消防及び警察

との連絡調査等を行う。 

● ◎  ○  ○ 

⑩-2 自主防災組織等との協議 

隣接自主防災組織等と避難、消防及びその他防災

に関する事項について協議を行う。 

● ◎  ◎  ○ 

⑩-3 関連事業所等との協議 

関連事業所等と、この計画の内容について協議を

行う。 

● ◎  ◎  ○ 

⑩-4 地震による影響等 

貯槽等の地震による影響については、事業所にお

いて有効な判定の方法と認める方法、又は県に 

より判定の方法等が示された場合、これらに基づき

判定するものとする。 

● ◎  ◎  ○ 

        

⑪ 地震発生時及び発生後

の対応 

《地震発生時及び発生後の対応》       

⑪-1 地震発生時の行動 

防災要員は待機場所にて自身の安全を確保する。 

● ◎  ◎  ○ 

⑪-2 地震発生後の行動 ● ◎  ◎  ○ 

⑪-2-1 防災要員は地震発生後の状況を把握し、建物の破

壊・津波・山崩等の危険があると判断される場合、

安全を確保した避難経路にて避難する。 

      

⑪-2-2 施設、設備等の状況確認 

２次災害のおそれが無いことを確認した上で防

災要員は施設、設備等の状況を確認する。 

      

⑪-2-3 情報の報告、指示事項 

施設、設備等の状況について警戒本部（対策本部）

長へ状況の報告を行ない、本部長より指示を受け

る。 

      

        

⑫ 地震防災計画にかかる

整備 

《地震防災計画にかかる整備》       

⑫-1 整備の期限 

この計画に係る保安のための整備については、こ

の計画の認可の日から１年以内に実施するものと

する。 

● ◎  ◎  ○ 

⑫-2 貯槽等の整備の時期 

貯槽等の補強については、⑩-4 の判定に基づき行

うものとする。 

● ◎  ◎  ○ 

⑫-3 地震防災計画の改正及び実施責任者 

 

 

 

 

 

● ◎  ◎  ○ 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

地震防災規程に定める事項 対応する地震防災計画の規定・定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

  ⑫-3-1 地震防災計画の改正及び見直し 

この計画の改正は、事業所責任者が、防災責任者

を含む関係者と協議して行う。 

また状況の変化及び組織の変更等に対応するた

め、毎年見直しを行う。 

● ◎  ◎  ○ 

⑫-3-2 地震防災計画の実施責任者 

この計画の実施及び管理の責任者は事業所責任

者とする。 

● ◎  ○  ○ 
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地 震 防 災 計 画 
 

第１章  総   則 

１． 目   的 

この計画は、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号、以下｢大震法｣と

いう。）第３条第１項の規定に基づく地震対策強化地域に警戒宣言が発令された場合及び

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に係る特別措置法（平成１４年法律第９２号、

以下「南海トラフ法」という。）第３条第１項の規定に基づく南海トラフ地震防災対策推

進地域にて措置すべき地震防災対策上必要な事項を定め、もって、地震災害の発生の防

止及び被害の軽減を図ることを目的とする。 

 

１．２ 地震防災計画の位置づけ 

この計画は、大震法第８条第１項３号及び南海トラフ法第８条第１項第３号に定める

地震防災規程の実施の方法等について定めたものである。 

 

１．３ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の発表時の概況 

観測された異常な現状が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開

始した場合、また調査を継続している場合に発表される。 

 

１．４ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表時の全体的概況 

被災地以外では、ライフラインは原則として継続され、多くの地域で地震の発生に注

意しながら通常の社会生活が営まれているが、事前避難対象地域には、市町村から、後

発地震に備えて１週間を基本とした避難勧告等が発令される。 

 

１．５ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表時の全体的概況 

学校や交通機関は通常どおり機能し、日常の生活と大きく変わらない状況であること

が想定されるが、具体的な対応については、市町村や関係機関が定める計画を確認する

必要がある。 

 

１．６ 事業所の想定震度等 

                                 

 

１．７ 事業所の地理的状況 

① 地盤等の状況 

                              

② 風の方向（四季の一般的傾向等） 

                              

③ 津波及び河川の状況 

                              

<<1>>
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１．８ 事業所の一般的状況 

① 建築物についての想定 

                              

② 落下物及びブロック塀等についての想定 

                              

③ 出火及び燃焼についての想定 

                              

④ 高圧ガス及び危険物等についての想定 

                              

⑤ その他の想定 

                              

 

  

<<2>>
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第２章  地震防災計画の規定 

２．１ 注意情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の受領

及び伝達 

２．１．１ 情報責任者の指名等（交代勤にあっては直ごと） 

事業所責任者は、保安係員を情報責任者に事務担当者を同代理者に指名する。 
 

直・班 情報責任者 代理者① 代理者② 代理者③ 

１     

役職     

２     

役職     

３     

役職     
 

 

２．１．２ 情報責任者の任務 

情報責任者は、注意情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大

地震注意）の発表を知った場合は速やかに注意情報、南海トラフ地震臨時情報（調査

中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の内容について、ラジオ・テレビ等により記録（様

式第１号）確認し、事業責任者に報告する。 

２．１．３ 注意情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）の処理 

２．１．３－１ 事業所責任者は、注意情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨

大地震注意）の発表を受けたときは、２．１．４の伝達組織により、注意情報、南海

トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）をハンドマイク等によ

り事業所内に居る全ての人に確実に伝達する。 

２．１．３－２ 事業所責任者は、注意情報、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨

大地震注意）の発表を受けたときは２．２．１以下２．６．２に定める事項のうちで

準備行動を開始できるものについての指示を各防災要員配備責任者に対して行なう。 

<<準備行動>> 

ⅰ．情報及び警戒連絡係 

▸ 防災要員の動員人員の確認 

▸ 外部との連絡、情報の収集 

（ラジオ、テレビ、携帯、無線等の準備） 

▸ 飲料水及び食糧等の準備 

ⅱ．救護及び救急係 

▸ 救急用具、医薬品の確保と準備 

▸ 避難場所の確保 

ⅲ．防消火及び施設点検係 

▸ 防災資機材の確保と点検 

▸ 非常用電源、照明の点検 

▸ 災害発生を防止、又は軽減させる為の準備 

<<3>>
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（ローリー、一般車両の安全な場所への移動準備） 

（容器の転落、転倒の防止） 

▸ 消火器、消防ポンプ、消火栓の点検 

▸ 津波、溢水及び冠水等に係る水防対策 

２．１．４ 地震に係る情報等の伝達組織 

 

２．１．５ 地震に係る情報等の伝達の方法 

地震に係る情報等は、ハンドマイク等により、事業所内にいるすべての人に確実に

伝達する。 

  

２．２ 避難の指示、又は勧告 

２．２．１ 避難の指示、又は勧告等 

本部長は、警戒本部設置後直ちに防災要員以外の従業員に対し避難計画（様式第２

号）により避難を指示し、事業所内の外来者に対し避難を勧告する。 

２．２．２ 避難の確認 

救護及び救急係は避難が完了後避難確認簿（様式第２号）により、本部長に報告す

る。 

２．２．３ 時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項 

Ⅰ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策に係

る措置に関する事項 

① 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等 

▸ 各計画主体の情報伝達の経路、体制及び方法 

Ⅱ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合における災害応急対

策に係る措置に関する事項 

① 災害応急対策をとるべき期間等 

▸ 後発地震に対して警戒する措置及び注意する措置をとるべき期間 

② 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達等 

▸ 各計画主体の機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達されるよう

その経路及び方法 

③ 工事中建築物等における安全確保上講ずべき措置 

▸ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の緊急点検、巡

（平常勤務時間内） 　

　 　

（発信源） 情報責任者 全従業員

　　 構内外来者

　 　 　

ハンドマイク 　

情報責任者

（平常勤務時間外）

（発信源） 情報責任者

　

　

防災要員

動員計画表第１表による

事業所責任者

発表を知った者

<<4>>
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視の実施必要箇所及び実施体制 

▸ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における工事中

の建築物その他の工作物又は施設について安全確保上実施すべき措置について

の方針 

Ⅲ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合における災害応急対

策に係る措置に関する事項 

① 災害応急対策をとるべき期間等 

▸ 後発地震に対して注意する措置をとるべき期間 

② 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達等 

▸ 各計画主体の機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達されるよう

その経路及び方法 

▸ 災害に関する会議に準じた組織の設置 

③ 関係機関のとるべき措置 

▸ 施設・設備等の点検等日ごろからの地震への備えを再確認するものとし、その

内容 

２．３ 地震防災応急体制の確立 

２．３．１ 地震防災警戒本部の設置 

警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）が発

表された場合、地震防災対策を迅速かつ的確に実施するため、直ちに警戒本部を設置

する。 

警戒本部の設置場所は、事務所とする。 

２．３．２ 地震防災警戒本部の組織及び本部長 

２．３．２－１ 地震防災警戒本部の組織 

地震防災警戒本部（以下｢警戒本部｣という。）の組織は、次のとおりとする。 

 

 

 

２．３．２－２ 地震防災警戒本部長の指名 

事業所責任者は、警戒本部の本部長の任務を行う。 

事業所責任者とは、事業所のすべての業務を統括管理する者、又は保安統括者等を

いう。 

事業所責任者が不在の場合は、あらかじめ指名した者がその任務を代行する。 

（平常勤務時間内）

情報及び警戒連絡係 １名

本部長 防災責任者 　 　

（統括） 救護及び救急係 １名

情報責任者

（保安係員） １名

（平常勤務時間外）

情報及び警戒連絡係 １名

本部長 　 　

情報責任者 救護及び救急係 １名

防消火及び施設点検係 １名

防災責任者

《防災要員配備責任者》

防消火及び施設点検係

<<5>>
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直・班 情報責任者 代理者① 代理者② 代理者③ 

１     

役職     

２     

役職     

３     

役職     
 

  

２．３．２－３ 警戒本部構成員の任務等 

Ⅰ ① 本部長 

事業所の地震防災に関する全般について指揮統括する。 

② 情報責任者 

警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）

の受領、事務所内外地震防災に関する情報及び防災要員等の報告を処理し、管

理する。 

③ 法定防災等責任者（以下｢防災責任者｣という。） 

法定の保安及び防災の責任者（代理者を含む）をいい、この計画に定める任

務を行う。 

 Ⅱ   防災要員 

警戒本部の組織を構成する者をいい、事業所責任者より指名された者で、次

に揚げる係の任務を行う。 

ⅰ 情報及び警戒連絡係 

防災要員の動員、外部との連絡、情報の収集、飲料水及び食糧等の準備並

びに、他の係に属さないことの処理を行う。 

事業所内の警戒体制の確認並びに情報の伝達を行う。 

ⅱ 救護及び救急係 

避難誘導及び負傷者の救護等を行う。 

ⅲ 防消火及び施設点検係 

事業所内の火気等の処理並びに防消火設備の点検等を行う。 

防災資機材等並びに施設の点検並びに緊急措置等を行う。 

２．３．２－４ 防災要員の動員 

防災要員の動員は本部長が行う。 
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２．３．２－５ 防災要員の動員範囲 

① 勤務時間内 

防災要員動員計画表（別表第１表）による。 

（別表第１表） 

 
防災要員 

配備責任者 

防災要員 

① 

防災要員 

② 

防災要員 

③ 

防災要員 

④ 

防災要員 

⑤ 

１
直
・
班 

情報及び 

警戒連絡係 

      

救護及び 

救急係 

      

防消火及び 

施設点検係 

      

 

 
防災要員 

配備責任者 

防災要員 

① 

防災要員 

② 

防災要員 

③ 

防災要員 

④ 

防災要員 

⑤ 

２
直
・
班 

情報及び 

警戒連絡係 

      

救護及び 

救急係 

      

防消火及び 

施設点検係 

      

 

 
防災要員 

配備責任者 

防災要員 

① 

防災要員 

② 

防災要員 

③ 

防災要員 

④ 

防災要員 

⑤ 

３
直
・
班 

情報及び 

警戒連絡係 

      

救護及び 

救急係 

      

防消火及び 

施設点検係 

      

 

  

 ② 勤務時間外 

防災要員動員計画表（別表第２表）による。 

（別表第２表） 

 
防災要員 

配備責任者 

防災要員 

① 

防災要員 

② 

防災要員 

③ 

防災要員 

④ 

防災要員 

⑤ 

情報及び警戒連絡係       

ＴＥＬ・Ｎｏ       

救護及び救急係       

ＴＥＬ・Ｎｏ       

防消火及び施設点検係       

ＴＥＬ・Ｎｏ       
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２．３．２－６ 防災要員の待機 

防災要員は、所定の防災活動を行い、完了後は本部長に報告し、定められた場所に

待機して災害の発生に備える。 

＜待機場所については、          とする。＞ 

２．３．２－７ 地震防災警戒本部の設営等 

本部長の指示により、情報及び警戒連絡係は、次の措置を行う。 

① 警戒本部の設営 

② 食糧、飲料水、炊飯用具の確保（様式第３号） 

③ テント、寝具等の確保（様式第３号） 

④ ラジオ、テレビ、無線機、携帯電話等の確保（様式第３号） 

⑤ その他警戒本部の運営に必要な事項 

２．３．３ 救急体制の確保 

本部長の指示により、救護及び救急係は、次の措置を行う。 

① 救急用具、医薬品の確保（様式第４号） 

② 避難場所の設営（負傷者等受入準備を含む） 

③ その他救急体制に必要な事項 

  

２．４ 施設、設備及び防災資機材の整備、点検 

２．４．１ 防消火及び施設点検係の措置 

本部長の指示により、防消火及び施設点検係は、次の措置を行う。 

① 防災資機材（様式第５号）の確保及び整備、点検 

② 非常用電源の点検 

③ 非常用照明用具の整備、点検 

④ ガス漏れ検知器の整備、点検 

⑤ その他施設及び設備の防災上必要な整備、点検 

 

※ 施設、設備及び防災資機材については、警戒宣言の解除、南海トラフ地震臨時情

報（調査終了）後においても常に整備されていること。 

  

２．５ 製造施設の運転及び作業の停止 

２．５．１ 製造施設の運転及び作業の停止の措置 

全ての製造施設の運転及び作業を停止し、次の措置をとる。 

運転及び作業の停止にあたり、作業指令者（防災責任者）の順位をあらかじめ定め

る。 

① 処理設備（ポンプ、コンプレッサー等）の運転を停止する 

② 緊急しゃ断弁を閉止する 

③ 貯槽元弁を閉止する 

④ 液面計の手動元弁を閉止する 

⑤ その他重要バルブ等を閉止する 
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直・班 情報責任者 代理者① 代理者② 代理者③ 

１     

役職     

２     

役職     

３     

役職     
 

※ 作業指令者は運転及び作業の停止にあたり、高圧ガス取扱主任者等の消費側責

任者との連絡をとり、運転、停止時の手順について別に定められた作業マニュア

ルに従う。 

  

２．６ 災害の防止、又は軽減を図るための措置 

２．６．１ 防災責任者及び防消火及び施設点検係の措置 

本部長の指示により防災責任者及び防消火及び施設点検係は、次の区分により、そ

れぞれの措置を行う。 

２．６．１－１ その他災害の発生の防止、又は軽減を図るための措置 

（１）タンクローリー等の待避及び固定 

① タンクローリーを安全な場所へ移動し固定する 

② 一般車輌を安全な場所へ移動し固定する 

（２）容器等の転落、転倒の防止 

① 容器をロープで緊結し転落、転倒を防止する 

② 容器のキャップを確認する 

（３）その他災害の発生のおそれのある行為の停止 

① 火気取扱い作業を中止する 

② 高所作業を中止する 

２．６．１－２ 警戒体制及び連絡措置 

本部長の指示により情報及び警戒連絡係は、次の確認等を行う。 

① 事業所内の火気制限の確認 

② 事業所内の警戒体制の確認 

③ 通信連絡手段の確保及び情報の伝達 

④ 事業所内外の状況把握 

⑤ その他安全対策上必要な措置の確認 

２．６．２ 消防、水防その他の応急措置 

本部長の指示により、防消火及び施設点検係は、次の措置を行う。 

① 消火器、消防ポンプ、消火栓、消防ホース等の点検整備 

② 防消火設備の作動確認及び水量の確認 

③ 津波、溢水及び冠水等に係る水防対策 

④ その他消防、水防上必要な事項 
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２．７ 地震防災に係る教育、訓練 

２．７．１ 地震防災訓練教育計画 

地震防災応急対策を円滑に行うため、地震防災に係る教育を地震防災教育計画（様

式第６号）により、地震防災に係る訓練を地震防災訓練計画（様式第７号）によりそ

れぞれ実施する。 

この教育及び訓練の実施責任者は、事業所責任者とする。 

  

２．８ 地震防災に係る広報 

２．８．１ 広報の内容、方法、時期について 

事業所周辺の地域住民に対する地震防災に係る広報については、地震防災訓練その

他必要な事項について、次に定める内容、方法、時期等により広報する。 

２．８．１－１ 広報の内容 

① 地震防災訓練の実施に関すること 

② 事業所の地震防災応急体制に関すること 

③ 避難に関すること 

④ 緊急措置に関すること 

⑤ その他必要な事項 

２．８．１－２ 広報の方法 

説明会の開催、書面等による通知、広報車による広報等を行う 

２．８．１－３ 広報の時期 

地震防災訓練の実施をするとき、又は必要に応じて行う 

  

２．９ 注意情報の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）に係る措置 

２．９．１ 注意情報解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）の伝達 

事業所責任者は注意情報の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表され

たときは、２．１．４に定める地震情報連絡網により、伝達をする。 

２．９．２ 注意情報の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）に係る措置 

事業所責任者は注意情報の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された

ときは、２．１．３－２で行った準備行動について解除の指示を各防災要員配備責任

者に対して行なう。 

  

２．１０ 警戒宣言の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）に係る措置 

２．１０．１ 警戒宣言の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）の伝達 

本部長は、警戒宣言の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表されたと

きは、２．１．４に定める地震情報連絡網により、伝達をする。 

２．１０．２ 警戒宣言の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）に係る措置 

本部長は、警戒宣言の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表されたと

きは、２．６．１の規定により措置した災害の発生の防止、又は軽減のための措置に

係る指示を解除する。 

２．１０．３ 警戒本部の廃止 

本部長は、警戒宣言の解除、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された後、
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災害のおそれがないと認めたときは、警戒本部を廃止する。 

２．１１ 防災関係機関との連絡調整等 

２．１１．１ 市町村、消防及び警察との連絡調整等 

この計画に定めた地震防災応急対策の実施にあたり、あらかじめ、その内容につい

て市町村、消防及び警察との連絡調整等を行う。 

２．１１．２ 自主防災組織等との協議 

隣接自主防災組織等と避難、消防及びその他防災に関する事項について、協議を行

う。 

２．１１．３ 関連事業所等との協議 

関連事業所等と、この計画の内容について協議を行う。 

２．１１．４ 地震による影響等 

貯槽等の地震による影響については、事業所において有効な判定の方法と認める方

法、又は県により判定の方法等が示された場合、これらに基づき判定するものとする。 

  

２．１２ 地震発生時及び発生後の対応 

２．１２．１ 地震発生時の行動 

防災要員は待機場所にて自身の安全を確保する。 

２．１２．２ 地震発生後の行動 

２．１２．２-1 防災要員は地震発生後の状況を把握し、建物の倒壊・津波・山崩等の危険があると

判断される場合、安全を確保した避難経路にて非難する。 

２．１２．２-2 施設、設備等の状況確認 

２次災害のおそれが無いことを確認した上で防災要員は施設、設備等の状況を確認

する。 

２．１２．２-3 情報の報告、指示事項 

施設、設備等の状況について警戒本部（対策本部）長への状況の報告を行ない、本

部長より指示を受ける。 

  

２．１３ 地震防災計画にかかる整備 

２．１３．１ 整備の期限 

この計画に係る保安のための整備については、この計画の認可の日から１年以内に

実施するものとする。 

２．１３．２ 貯槽等の整備の時期 

貯槽等の補強については、２．１１．４の判定の結果に基づき行うものとする。 

２．１３．３ 地震防災計画の改正及び実施責任者 

２．１３．３-1 地震防災計画の改正及び見直し 

この計画の改正は、事業所責任者が、防災責任者を含む関係者と協議して行う。ま

た状況の変化及び組織の変更等に対応するため、毎年見直しを行う。 

２．１３．３-2 地震防災計画の実施責任者 

この計画の実施及び管理の責任者は事業所責任者とする。 
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様式第１号 事業所責任者

本　　部　　長

巨大地震警戒、巨大地震注意）（№　　　　）受信票
発　信　源 受　信　時　刻

　　　　　　日　　　 時　　　 分

1

発 令 時 刻 　　　　　日　　　 時　　　 分

2

地震計の観測

3

微 小 地 震

4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある

発生推定時刻 　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間後発生のおそれがある

5

震　源　地

6 　　地方・震度

　　地方・震度

各地の震度 　　地方・震度

　　地方・震度

7 　　沿岸

津波情報 　　沿岸

　　沿岸

備　　　考

受
　
　
信

受　信　者

注
意
情
報
等

、
又
は
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
の
内
容

注意情報・警戒宣言・予知情報
南海トラフ地震臨時情報（調査中、
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　　 様式第２号 　

番号 避難確認 避難先

事業所責任者
防災責任者

氏　　　名 避難経路 備　　　考

本 部 長

避難計画・避難確認簿（従業員・外来者）
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　　 様式第３号 　

区分 分類 品　　名 数　　量

1 非　常　食 食分

2 飲　料　水

3 缶　　　詰

1 や　か　ん ケ

2 コ　ン　ロ

3 プロパンボンベ

4 鍋

1 毛　　布 人分

2 寝　　袋

3 テ　ン　ト

1 トランジスターラジオ 台

2 テ　レ　ビ 台

3 無　線　機 台

事業所責任者
防災責任者

寝
具
類

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等

本 部 長

食
糧
・
飲
料
水
等

炊
飯
用
具
類

食糧・飲料水等一覧表

備　　　　　考保管場所
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　　　様式第４号

番号 品　　名 数　量 保管場所

1 ガ　ー　ゼ

2 ホータイ（大・小） 　

3 三　角　布

4 ハ　サ　ミ

5 添　え　木 　

6 油　　　紙 　

7 消　毒　薬

8 救急絆創膏

9 緊急用手袋

10 外傷救急薬

11 湿　布　剤 　

12 救急内服薬

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　 　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　 　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　

事業所責任者
防災責任者

備　　　　　考

本 部 長

救急用品・医薬品一覧表
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　　　様式第５号

番号 品　　名 数　量 保管場所

1 ヘルメット

2 軍　　　手 　

3 革 手 袋

4 照明用具

5 ロ　ー　プ 　

6 ハンマー 　

7 ペ　ン　チ

8 針　　　金

9 モンキー

10 メガネスパナ

11 仕切フランジ 　

12 シール材

13 木　　　栓

14 鉛　　　栓 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

15 テ　ン　ト 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

16 合　　　羽 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　 　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　 　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日後発生のおそれがある　

　 　

事業所責任者
防災責任者

備　　　　　考

本 部 長

防災資機材一覧表
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　　　様式第６号

番号

1 地震に関する知識

2 大震法、地震防災規程、同計画

3 地震時の行動

4 避難地、避難経路の確認

5 救急知識、救急用品の使用法 　

6 地震による災害例と対策 　

7 消火の理論、消火器の知識

8 防災要員の任務、行動基準等

9 警戒本部の運営に関すること

10 自主防災組織に関する知識

11 緊急操作に関する知識 　

12 防災資機材に関する事項

13 事業所の被害想定に関すること

14 その他地震防災上必要な事項 　

　 　 　

　 　 　 　

　 　

　 　

　 　

　 　 　

　 　

　 　

　 　

事業所責任者

地震防災教育計画・同実施記録

実　施　計　画 実　施　記　録教　　育　　項　　目

（保安統括者）　
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　　　様式第７号

番号

1 情報伝達及び警戒本部の設置訓練

2 救助、避難訓練

3 消火訓練

4 非常動員訓練

5 緊急時の操作、又は行動訓練 　

6 流出漏えい防止訓練 　

7 広報訓練

8 事業所総合訓練

9 共同防災訓練

10 その他防災に必要な訓練

　 　 　

　 　

　　 　

　 　 　

　 　 　

　 　 　 　

　 　

　 　

　 　

　 　 　

　 　

　 　

　 　

事業所責任者

地震防災訓練計画・同実施記録

実　施　計　画 実　施　記　録訓　　練　　項　　目

（保安統括者）　
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63



 

(正) 経 営 者

事 業 所 責 任 者

保 安 統 括 者

(不在時) 任 命 さ れ た 次 席者 県 市 町 村

消 防 署

警 察

(正） 保 安 係 員 自 主 防 災 組 織

(代理) 事 務 担 当 者 関 係 事 務 所

保守点検会社

設備工事会社

運送会社

検査会社

出荷基地

相互防災援助協
定事務所

＜地震防災警戒本部長＞

＜情報責任者＞

＜防災要員配備責任者＞

防 災 要 員

情

報

及

び

警

戒

連

絡

係

救

護

及

び

救

急

係

連

絡

・

調

査

・

協

議

防
消
火
及
び
施
設

点
検
係

協

力

会

社

地 震 防 災 警 戒 本 部

<<19>>
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（５） 保安教育計画 

１ 保安教育の目的 

高圧ガスによる災害の発生を防止するためには、製造施設について十分な配慮がな

されると同時に、高圧ガスを取り扱う全ての人が高圧ガス保安法を理解するとともに

取り扱う高圧ガスの性質、設備の管理、作業基準等保安管理上必要な知識を習得し、

これを確実に実行する事が必要である。 

保安には保安基準等を確立すること、その保安基準を十分に教えこむこと、その教

えられたことを確実に実行することが必要である。 

 

▸ 保安教育計画における用語の定義 

液化石油ガス保安規則、容器保安規則及び特定設備検査規則において使用する用語

の例によるほか、次のように定める。 

 

１-１ 保安規則等 

液化石油ガス保安規則、容器保安規則、特定設備検査規則及びこれらに基づ

く告示、通達等をいう。 

１-２ 特別規程 

高圧ガス保安法により制定することが義務づけられた危害予防規程等をいう。 

   １-３ 規程類 

会社、又は充てん所が制定した規程、規則、基準、規格等をいう。 

   １-４ 協力会社 

製造、充てん、工事、運搬等に関連する作業を行う下請会社、外注業者等を

いう。 

   １-５ 教育実施責任者及び教育訓練指導者 

① 教育実施責任者：従業員を教育訓練する責任を有する者をいう。 

② 教育訓練指導者：教育訓練に関する指導を行う者をいう。 

   １-６ 保安教育計画の位置付け 

保安教育計画は、製造事業所の特別規程とする。 

 

２ 保安教育計画の制定 

本来保安教育は高圧ガスを取り扱う事業所が自主的に行うべきものであり、高圧ガ

ス保安協会が作成した保安教育計画の基準、保安教育の基準を参考に第一種製造者は

事業所ごとに最適な保安教育計画を定めることが必要である。 

公共の安全の維持、又は災害の発生の防止上十分でないと認められたときは、県知

事は第一種製造者に対しこれの変更を命ずることができる。 

 

３ 保安教育訓練の作成 

保安教育訓練に定める内容は次に掲げる事項の詳細について定めることとなる。 
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（５）－１ 特別規程・保安教育計画に定めるべき内容 
●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

保安教育計画に定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

① 教育体制に関すること 《教育体制》       

①-1 教育実施責任者及び教育訓練指導者の選任 

ⅰ.保安統括者を教育実施責任者として選任す

る。 

ⅱ.保安係員を教育訓練指導者として選任する。 

ⅲ.学歴経験者等の第三者を教育訓練指導者に選

任する。 

● 

● 

◎ 

◎ 

 

● 

● 

  

 

 

◎ 

◎ 

  

 

 

 

○ 

 

①-2 教育実施責任者及び教育訓練指導者の職務 

ⅰ.教育訓練の実施は教育訓練指導者が行い、教

育実施責任者がその責を負うものとする。 

ⅱ.教育実施責任者及び教育訓練指導者の具体的

な職務は、次のように定める。 

ｱ．教育実施責任者 

▸ 保安教育計画の作成、届出及び整備 

▸ 保安教育の推進 

ｲ．教育訓練指導者 

▸ 実施計画の作成 

▸ 保安教育訓練の実施、指導、評価、記録及

び資料の作成 

● 

 

 

● 

 

● 

● 

● 

◎ 

◎ 

 

◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

● 

● 

● 

  

○ 

 

 

 

 

 

 

◎ 

◎ 

◎ 

  

○ 

①-3 教育対象者 

教育対象者は、製造事業所の従業員及び協力会社

の従業者とし、次のように区分する。 

 ●  ◎  ○ 

①-3-1 製造事業所の教育対象者の区分 

現場監督者、現場従業者、未経験の現場従業者、

防災関係者（事務職従業者を含む） 

 ●  ◎  ○ 

①-3-2 協力会社の教育対象者の区分 

現場監督者、現場従業者 

 ●  ◎  ○ 

①-4 教育訓練の実施計画 

ⅰ.保安教育計画は、製造事業所全体にわたる総

合した計画として作成し、別にこれを実行する

ための具体的な実施計画を作成する。 

ⅱ.実施計画は、年間計画とする。 

ⅲ.実施計画の作成にあたっては、教育対象者別

に教育訓練の項目、方法、順序、時間数、場所等

をもり込み、製造事業所の実態に適合するよう

作成する。 

● 

● 

 

 

● 

● 

◎ 

◎ 

 

 

◎ 

◎ 

 ◎ 

◎ 

 

 

◎ 

◎ 

 ○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

①-5 教育訓練の推進 

ⅰ.教育を重要な義務として考え、積極的に教育

時間を確保し実施計画に遅滞がないよう円滑に

保安教育を遂行する。 

ⅱ.教育対象者及び個人的に教育進度表を作成

し、落度のないよう教育訓練を推進する。 

 ● 

● 

 

 

● 

 ◎ 

◎ 

 

 

◎ 

 ○ 

○ 

 

 

○ 

①-6 教育訓練の記録 

ⅰ.実施した教育訓練の資料、テキスト、内容、時

間数、機会等につき必要事項を記録し、期間を定

めて保存する。 

ⅱ.記録は解析し、実施計画を見直し、次期教育訓

練の参考とする。 

 ● 

● 

 

 

● 

 ◎ 

◎ 

 

 

◎ 

 ○ 

○ 

 

 

○ 

①-7 免状及び提案 

ⅰ.高圧ガス製造保安責任者免状等及び各種の資

格従業者の保安に関する技術技能の向上を図る

ため、製造保安責任者、販売主任者、移動監視者

等の法定資格並びにその他各種の資格の取得を

積極的に推進する。 

ⅱ.改善提案等 

広く従業者に対し、保安に関する改善提案、

又は表彰の制度を実施し、保安意識の高揚と

保安の向上を図る。 

 ● 

● 

 

 

 

 

● 

 ◎ 

◎ 

 

 

 

 

◎ 

 ○ 

○ 

 

 

 

 

○ 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

保安教育計画に定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

② 教育の資料、訓練施設

に関すること 

《教育の資料等》       

②-1 資料 

▸ 関係法規、基準規格類、学会・協会誌、業界で

作成した資料等 

▸ 規程類、統計、報告、設備配置図、機器組立図

等 

▸ 設備機器取扱書、学術参考書等 

 ● 

● 

 

● 

 

● 

 ◎ 

◎ 

 

◎ 

 

◎ 

 ○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

②-2 テキスト 

教育訓練指導者は、前項の資料等により教育内容

及び教育対象者に適合したテキストを作成し、教育

実施責任者を得て活用する。 

 ●  ◎  ○ 

        

③ 教育の内容、方法及び

実施期間 

《教育訓練の方法及び時期》       

③-1 社内教育訓練 

社内教育訓練の実施にあたっては、職場内教育訓

練と職場外教育訓練とを適切に併用する。 

 ●  ◎  ○ 

③-1-1 職場内教育訓練 

職場内教育訓練は、業務遂行と一体化として考

え、職場を教育訓練の場とし、主として職場規律の

確立及び技術技能の訓練を実施する。また機会ある

ごとに個人教育訓練を行い、時期を定めて、局部訓

練及び総合訓練を行う。 

 ●  ◎  ○ 

③-2 社外教育訓練 

社外教育訓練は、保安意識の高揚、保安技術、災

害防止等に関する講習及び集合訓練並びに製造保

安責任者試験等に関連して行われる講習等とし、従

業者を積極的に参加させる。 

● ◎  ◎  ○ 

③-3 定例教育訓練 

定例教育訓練は、実施訓練に従って実施する。 

 ●  ◎  ○ 

③-4 機会教育訓練 

機会教育訓練は、次のようなときに適切な機会を

失わないよう、必要な教育訓練を遅滞なく実施す

る。 

▸ 施設を新設するとき 

▸ 製造方法、又は設備等を変更するとき 

▸ 保安規則、規程類等が変更されたとき 

▸ 従業員の異動昇進を行うとき 

▸ 製造保安責任者等の試験を受けるとき 

▸ 都道府県、高圧ガス保安協会等が充てん所の保

安に係る説明会、又は講習会を開催するとき 

▸ 異常状態が発生したとき 

▸ 他の充てん所等において重大な事故・災害が発

生したとき 

▸ 危害予防規程及び規程類に違反した者があっ

たとき 

 

 

 

 

 

● 

● 

● 

 

 

 

 

● 

 

● 

● 

 

 

 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 

● 

● 

 

● 

 ◎ 

 

 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

◎ 

◎ 

 

◎ 

 ○ 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

③-5 教育訓練内容  ●  ◎  ○ 

③-5-1 教育訓練内容の作成にあたっては、液化石油ガス

の物性危険性並びに取り扱い上の注意事項等、保安

上必要な特徴をあきらかにしてもり込むものとす

る。 

 ●  ◎  ○ 

③-5-2 製造、又は充てんを行う教育対象者に対しては詳

細に、また他の教育対象者に対しては概要を教育訓

練するものとする 

 ●  ◎  ○ 

③-5-3 この基準においては、教育訓練内容を、次のよう

にした。 

▸ 引火性、危険性、及びその他液化石油ガスの物

性 

▸ 液化石油ガスの数量、圧力、温度、爆発限界等

の危険度との関連並びに取り扱い上の注意事項 

 ● 

 

● 

 

● 

 ◎ 

 

◎ 

 

◎ 

 ○ 

 

○ 

 

○ 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

保安教育計画に定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

   ▸ 充てん（過充てん防止措置及び過充てんガスの

処理方法を含む。）作業訓練 

▸ 保安設備の操作訓練 

▸ 防消火訓練 

▸ 火傷、凍傷等に対する救急訓練 

▸ 地震・津波等による流出容器の回収訓練 

 ● 

 

● 

● 

● 

● 

 ◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

        

④ 対象者別の教育訓練内

容 

《対象者別の教育訓練内容》       

④-1 対象者別の教育訓練内容 

対象者の担当業務に応じ、重点を明らかにして具

体的に定める。 

 ●  ◎  ○ 

④-2 教育訓練内容は次の 3 項目を重点とする。 

▸ 全従業者には、保安意識の高揚 

▸ 現場監督者には保安に関する学識、技術の教育

訓練及び｢仕事の教え方｣ 

▸ 現場従業者及び未経験の現場従業者には、保安

に関する技術技能の教育訓練及び体得 

▸ 対象者の主なる教育訓練内容は｢④-1～④-3｣

によるが、対象者の担当業務によりその内容を調

整するものとする。 

▸ 各対象者別の教育訓練の主なる項目及び実施

の頻度を定める。 

● 

● 

● 

● 

● 

 

● 

 

● 

 

 

● 

 ◎ 

◎ 

◎ 

 

◎ 

 

◎ 

 

 

◎ 

 ○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

④-3 現場監督者の教育訓練 

保安係員及びその代理者に対する教育訓練は、社

内教育訓練の他、積極的に社外教育訓練を実施する

ことにより、的確な判断力及び指導力を養成する。 

● ◎  ◎  ○ 

④-3-1 保安意識の高揚 

▸ 公共の安全確保の重要性 

▸ 保安に対する社会情勢 

▸ 事故、災害が事業に及ぼす影響 

▸ 保安管理の強化 

 ● 

● 

● 

● 

● 

 ◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

④-3-2 法規及び規程類 

▸ 法、保安規則等のうちの必要事項 

▸ 危害予防規程等の特別規程 

▸ 規程類 

▸ 規程類の作成及び改正の方法 

▸ その他 

 ● 

● 

● 

● 

● 

● 

 ◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

④-3-3 液化石油ガスに関する技術 

▸ 液化石油ガスの物性 

▸ 製造方法の保安技術 

▸ 充てん方法（過充てん防止措置及び過充てんガ

スの処理方法を含む。）の保安技術 

▸ 製造設備上の保安技術 

▸ 保安設備の取り扱い技術技能 

→ 実施頻度：月 1 回以上 

▸ 運転基準類に関する事項 

▸ 危険度の評価 

▸ 新しい保安技術に関する情報 

▸ その他 

 ● 

● 

● 

● 

 

● 

● 

 

● 

● 

● 

● 

 ◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

◎ 

◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

④-3-4 当該施設における製造施設の保安技術 

▸ 保全に関する規程類に関する事項 

▸ 工事に関する技術技能及び保安対策 

▸ 計器類に関する知識及び取り扱い訓練 

▸ その他 

 ● 

● 

● 

● 

● 

 ◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

④-3-5 異常状態に対する教育訓練 

▸ 過充てん等異常状態の発見方法 

▸ 不調、故障時の措置及び訓練 

▸ 事故、災害時の応急措置及び対策 

▸ 地震、台風等の天災に対する措置 

 ● 

● 

● 

● 

● 

 ◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

保安教育計画に定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

   ▸ 防災の訓練及び指揮 

▸ 異常状態に関する情報 

▸ 地震・津波等による流出容器の回収 

 ● 

● 

● 

 ◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

◎ 

○ 

④-3-6 関連事業所における高圧ガスの保安技術の概要  ●  ◎  ○ 

④-3-7 仕事の教え方等 

▸ 仕事の教え方、仕事の改善方法及び指導監督の

方法 

▸ 環境の改善方法 

 ● 

● 

 

● 

 ◎ 

◎ 

 

◎ 

 ○ 

○ 

 

○ 

④-3-8 その他必要事項  ●  ◎  ○ 

④-4 現場従業者の教育訓練 

液化石油ガスに関する作業を行う現場従業者に

対する教育は、社内における職場内教育訓練及び職

場外教育訓練を重点とし、繰り返し教育訓練し、体

得させる。 

● ◎  ◎  ○ 

④-4-1 保安意識の高揚 

→ 実施頻度：年 1 回以上 

▸ 公共の安全確保の重要性 

▸ 事故、災害が事業に及ぼす影響 

▸ 保安管理体制 

 ● 

 

● 

● 

● 

 ◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

 

○ 

○ 

○ 

④-4-2 法規及び規程類 

→ 実施頻度：年 1 回以上 

▸ 法、保安規則等のうちの必要事項 

▸ 危害予防特別規程のうちの必要事項 

▸ 規程類のうちの必要事項 

 ● 

 

● 

● 

● 

 ◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

 

○ 

○ 

○ 

④-4-3 液化石油ガスの性質 

→ 実施頻度：年 1 回以上 

▸ 液化石油ガスの物性 

▸ 漏えい、噴出、拡散、火災、爆発等に関する危

険性 

▸ 有毒性及び有害性 

 ● 

 

● 

● 

 

● 

 ◎ 

 

◎ 

◎ 

 

◎ 

 ○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

④-4-4 当該作業場における運転、操作等の保安技術 

→ 実施頻度：年 1 回以上 

▸ 充てんの方法（過充てん防止措置及び過充てん

ガスの処理方法を含む。）の保安技術 

▸ 製造の方法 

▸ 運転技術の習熟、運転基準類の習得 

▸ 製造設備、充てん設備、保安設備等の知識及び

取り扱い訓練（保安設備の取り扱い訓練・・実施

頻度：月 1 回以上） 

▸ 保護具の取り扱い訓練 

▸ 立入制限及び火気使用制限 

▸ その他 

 ● 

 

● 

 

● 

● 

● 

 

 

● 

● 

● 

 ◎ 

 

◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

 

 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

 

○ 

 

○

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

④-4-5 当該作業場における製造設備の保安技術 

→ 実施頻度：年 1 回以上 

▸ 保全の方法 

▸ 保全に関する規程類の習得 

▸ 工事に関する技能及び保安対策 

▸ 計器類に関する知識及び取り扱い訓練 

▸ 治具、工具の取り扱い訓練 

▸ その他 

 ● 

 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 ◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

④-4-6 異常状態に対する教育訓練 

→ 実施頻度：局部訓練年 2回以上 

総合訓練年 1 回以上 

▸ 過充てん等異常状態の発見方法 

▸ 不調、故障時の措置及び訓練 

▸ 事故、災害時の応急措置 

▸ 防災及び避難訓練 

▸ 地震・津波等による流出容器の回収 

 ● 

 

 

● 

● 

● 

● 

● 

 ◎ 

 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 ○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
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●・・承認者  ◎・・監督者  ○・・実施者 

保安教育計画に定めるべき内容の詳細 承認者・監督者・実施者の規定 
代表者 統括者  保安係員  従事者 

  ④-4-7 安全に関する一般的規律 

→ 実施頻度：随時 

▸ 指差呼称の励行 

▸ 放送、掲示等による注意喚起 

 ● 

 

● 

● 

 ◎ 

 

◎ 

◎ 

 ○ 

 

○ 

○ 

④-4-8 その他必要事項 

→ 実施頻度：随時 

 ●  ◎  ○ 

④-5 未経験の現場作業者の教育訓練 

はじめて液化石油ガスに関する充てん等の作業を

行う従業者、又は熟練度の低い従業者に対する教育

訓練は、職場内教育訓練を併用し、｢④-4｣の現場従

業者の教育訓練の内容のうちの基礎的知識及び技

能に重点をおき、繰り返し教育訓練し体得させる。 

 ●  ◎  ○ 

④-6 防災関係者の教育訓練 

事務員を含めて防災に関係する従業者には、対象

者別の｢④-1～④-3｣の教育訓練を行うとともに、特

に初期動作を重点とした防災訓練を行う。 

 ●  ◎  ○ 

④-6-1 社内防災教育訓練 

→ 実施頻度：局部訓練年 2回以上 

総合訓練年 1 回以上 

▸ 防災に関する体制、方法、通報連絡、施設等 

▸ 局部防災訓練、総合防災訓練 

 ● 

 

 

● 

● 

 ◎ 

 

 

◎ 

◎ 

 ○ 

 

 

○ 

○ 

④-6-2 関係事業所防災教育訓練 

→ 実施頻度：随時 

▸ 地域防災に関する体制、方法、通報連絡、責任

分担及びその他必要事項 

▸ 合同防災訓練 

 ● 

 

● 

 

● 

 ◎ 

 

◎ 

 

◎ 

 ○ 

 

○ 

 

○ 

        

⑤ 協力会社従業者の教育

訓練に関すること 

《協力会社従業者の教育訓練》       

⑤-1 協力会社従業者の教育訓練 

充てん所の教育実施責任及び教育訓練指導者は、

協力会社が行う従業者に対する保安教育を積極的

に指導監督する。 

 ●  ◎  ○ 

⑤-2 協力会社従業者の教育訓練内容 

協力会社の現場監督に対する教育は、教育訓練指

導者が行い、その教育訓練の内容は、｢④-3 現場監

督者の教育訓練｣のうちの必要事項とする。 

 ●  ◎  ○ 

⑤-3 協力会社従業者の教育訓練の実施 

教育訓練指導者は協力会社の従業者に対しても、

自社の従業者と同等の教育訓練を行う。 

 ●  ◎  ○ 

        

⑥ 保安教育訓練計画の制

定及び変更に関するこ

と 

《保安教育計画の制定及び変更》       

⑥-1 作成、制定及び変更の方法 

保安教育計画は、教育実施責任者が作成し、経営

者が制定する。また静岡県知事から保安教育計画の

変更を要すると認められたときは、直ちに変更を行

う。 

● ◎  ◎   

⑥-2 経過の記録 

保安教育計画の制定及び変更の経過を明らかに

するため、次の事項を保安教育計画に記録する。 

ⅰ.制定、又は変更年月日 

ⅱ.変更の概要 

● ◎ 

 

 

● 

● 

 ◎ 

 

 

◎ 

◎ 

  

 

 

○ 

○ 
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第 １ 章 総 則 

 

１．１ 目的 

    高圧ガス保安法に基づき、        （以下事業所という）の液化石油ガス製造所

（        ）における保安に関する教育計画を定め、これにしたがって保安教育を

実施し、もって人的及び物的損傷を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。 

１．２ 用語の定義 

    液化石油ガス保安規則及び容器保安規則において使用する用語の例によるほか、次のよう

に定める。 

１．２．１ 規則及び基準類等 

    ① 保安規則等 

      液化石油ガス保安規則、容器保安規則、特定設備検査規則及びこれらに基づく公示通

達等をいう。 

    ② 特別規程 

      高圧ガス保安法により制定することが義務づけられた危害予防規程等をいう。 

    ③ 規定類 

      会社、又は事業所が制定した規定、規則、基準、規格等をいう。 

１．２．２ 協力会社 

      製造、充てん、工事、運搬、検査等に関連する作業を行う下請会社、外注事業者をい

う。 

１．２．３ 教育実施責任者及び教育訓練指導者 

    ① 教育実施責任者 

      従業者を教育訓練する責任を負う者をいう。 

    ② 教育訓練指導者 

      教育訓練に関する指導を行う者をいう。 

１．３ 保安教育計画の位置付け等 

１．３．１ 保安教育計画の位置付け 

      第一種製造者は高圧ガス保安法に基づき、事業所ごとに保安教育計画を制定し、関係

者はこれを遵守しなければならない。 

１．３．２ 危害予防規程との関連 

      保安教育計画は、別に定める危害予防規程と連携する。 

 

第 ２ 章 教 育 体 制 

 

事業所の従業者を教育する最高責任者は保安統括者とする。 

 

２．１ 教育実施責任者及び教育訓練指導者の選任 

    ① 保安統括者、又は部門の責任者を教育実施責任者として選任する。 

    ② 保安係員及び現場監督者を教育訓練指導者として選任する。 

    ③ 学識経験者等の第三者を教育訓練指導者に選任する。 

２．２ 教育実施責任者及び教育訓練指導者の職務 
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    教育訓練の実施は教育訓練指導者が行い、教育実施責任者がその責任を負うものとする。 

    教育実施責任者及び教育訓練指導者の具体的な職務は、次のように定める。 

    ① 教育実施責任者 

      保安教育計画の作成及び整備 

      保安教育の推進 

    ② 教育訓練指導者 

      実施計画の作成 

      保安教育訓練の実施、指導、評価、記録及び資料の作成 

２．３ 教育対象者 

    教育対象者は、製造事業所の従業者及び協力会社の従業者とし、次のように区分する。 

２．３．１ 事業所の教育対象者の区分 

      現場監督者、現場従業者、未経験の現場従業者、防災関係者（事務職従業者を含む） 

２．３．２ 協力会社の教育対象区分 

      現場監督者、現場従業者 

 

    保安教育体制図は次のとおりとする。 

【例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．４ 教育訓練の実施計画 

    保安教育計画は、製造事業所全体に渉る総合した計画として作成し、別にこれを実施する

ために具体的な実施計画を作成する。実施計画は年間計画、又は月間計画とし、教育の進行

につれて修正し、計画と実施とにずれがないようにする。実施計画の作成にあたっては教育

対象者別に教育訓練の項目、方法、順序、時間数、場所等をもり込み、製造事業所の実態に

適合するよう作成する。その他必要に応じ、機会をとらえて随時教育をする。 

２．５ 教育訓練の推進 

    教育を重要な業務として考え、積極的に教育時間を確保し実施計画に遅滞がないよう円滑

に保安教育を遂行する。 

    教育対象者の区分及びその従事の程度に応じ教育訓練を実施する。 

保安統括者 

（最高責任者） 

教育実施責任者 

 保安係員 

現場監督者 

学識経験者 

教育訓練指導者 

 現場監督者 

現場従業者 

教育対象者（事業所内） 

事務職従業者 

防災関係者 

 現場監督者 

現場従業者 

教育対象者（協力会社） 
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２．６ 教育訓練の記録 

    実施した教育訓練の資料、テキスト、内容、時間数、機会等につき必要事項を 

記録し、別に定める危害予防規程の「保安管理の記録」に従い保存する。 

    またその記録を解析し実施計画を見直し、次期教育の参考とする。 

２．７ 高圧ガス保安法に係る資格及び提案 

① 高圧ガス製造保安責任者免状等及び各種の資格 

      従業者の保安に関する技術技能の向上を図るため、製造保安責任者、販売主任者、移

動監視者等の法定資格並びにその他各種の資格の取得を積極的に推進する。 

② 改善提案等 

      広く従業者に対し、保安に関する改善提案、又は表彰の制度を実施し、保安意識の高

揚と保安の向上を図る。 

 

第 ３ 章 教育の資料等 

 

 教育実施責任者及び教育訓練指導者は、次のような資料及びテキストを整備して活用し、教育訓

練の効率向上をはかる。 

３．１ 資料 

    関係法令、基準各類、学会、協会誌、業界で作成した資料等 

    規定類、統計、報告、設備配置図、機械構造図等 

    設備機器取扱書、学術参考書等 

３．２ テキスト 

    教育訓練指導者は、前項の資料等により教育内容及び教育対象者に適合したテキストを作

成し、教育実施責任者の承認を得て活用する。 

 

第 ４ 章 教育訓練の方法及び時期 

 

 教育訓練の方法には、個人教育訓練と集合教育訓練、職場内教育訓練と職場外教育訓練、社内教

育訓練と社外教育訓練とがあり、また定例教育訓練と機会教育訓練とがある。教育訓練は、訓練す

る対象者及び内容により、訓練の方法と時期を適切に選び実施する。 

４．１ 社内教育訓練 

    社内教育訓練の実施にあたっては、職場内教育訓練と職場外教育訓練とを適切に併用する。 

４．１．１ 職場内教育訓練 

      職場内教育訓練は、業務遂行と一体として考え、職場を教育訓練の場とし、主として

職場規律の確立及び技術技能の訓練を実施する。また機会があるごとに個人教育訓練を

行い、時期を定めて局部訓練及び総合訓練を行う。 

４．１．２ 職場外教育訓練 

      職場外教育訓練は、担当職場を離れ集合して行う教育訓練であり、適切な施設を有効

に活用して実施する。 

４．２ 社外教育訓練 

    社外教育訓練は、保安意識の高揚、保安技術、災害防止等に関する講習及び集合訓練並び

に製造保安責任者試験等に関連して行われる講習等とし、従業者を積極的に参加させる。 

75



４．３ 機会教育訓練 

    機会教育訓練は、次のようなときに適切な機会を失わないよう、必要な教育訓練を遅滞な

く実施する。 

    ① 施設を新設するとき。 

    ② 製造方法、又は設備等を変更するとき。 

    ③ 法規、又は規定、基準類が変更されたとき。 

    ④ 従業者の異動昇進を行うとき。 

    ⑤ 製造保安責任者等の試験を受けるとき。 

    ⑥ 異常状態が発生したとき。 

    ⑦ 危害予防規程及び基準類に違反した者があったとき。 

    ⑧ 県、協会等が保安に係わる説明会、又は講習会等を開催したとき。 

 

第 ５ 章 教育訓練の内容 

 

５．１ 高圧ガス（液化石油ガス）の教育訓練内容 

    教育訓練内容の作成にあたっては、液化石油ガスの物性、圧縮ガス及び液化ガスの状態に

よる危険性並びに取り扱い上の注意事項等、保安上必要な特徴を明らかにし、次のような事

項をもり込むものとする。 

   ① 引火性、危険性及びその他の物性に関する液化石油ガスの性質の特徴。 

   ② 液化石油ガスの数量、圧力、温度、爆発限界等と危険度との関連並びに取り扱い上の注

意事項。 

   ③ 防消火訓練。 

   ④ 火傷、凍傷等に対する救急訓練。 

   ⑤ 充てん（過充てん防止装置及び過充てんガスの処理方法を含む。）作業訓練。 

   ⑥ 保安設備の操作訓練 

   ⑦ 地震・津波等による流出容器の回収訓練 

 

第 ６ 章 対象者別の教育訓練内容 

 

対象者別の教育訓練内容は、対象者の担当業務内容に応じ、重点を明らかにして具体的に定める。 

教育訓練内容は次の３項目を重点とする。 

 ① 全従業員には保安意識の高揚。 

 ② 現場監督者には、保安に関する学識及び技術の教育、また「仕事の教え方」 

 ③ 現場従事者には、保安に関する技術技能の教育訓練及び体得 

  対象者の主なる教育訓練内容は「６．１～６．４」によるが、対象者の担当業務によりその内

容を調整するものとする。 

 各対象者別の教育訓練の主なる項目は、次のとおりとする。 

６．１ 現場監督者の教育訓練 

    保安係員及び現場監督者に対する教育訓練は、社外における講習会、見学会並びに社内講

習資料等を併用し、的確な判断力及び指導力を養成する。 

６．１．１ 保安意識の高揚 
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      ① 公共の安全確保の重要性 

      ② 保安に対する社会情勢 

      ③ 事故・災害が事業に及ぼす影響 

      ④ 保安管理の強化 

６．１．２ 法規及び規定、基準類の体系 

      ① 法・保安規則等の必要事項 

      ② 危害予防規程等の特別規程 

      ③ 規定・基準類 

      ④ 規定・基準類の作成及び改正の方法 

６．１．３ 製造する高圧ガスに関する技術 

      ① 液化石油ガスの物性 

      ② 製造方法の保安技術 

      ③ 充てん方法（過充てん防止装置及び過充てんガスの処理方法を含む。）の保安技

術 

      ④ 製造設備上の保安技術 

      ⑤ 保安設備の取扱技術技能（実施頻度：月１回以上） 

      ⑥ 運転基準類に関する事項 

⑦ 危険度の評価 

      ⑧ 新しい保安技術に関する情報 

      ⑨ その他 

６．１．４ 当該施設における製造施設の保安技術 

      ① 保全に関する規定類に関する事項 

      ② 工事に関する技術技能及び保安対策 

      ③ 計器類に関する知識及び取り扱い訓練 

      ④ その他 

６．１．５ 異常状態に対する教育訓練 

      ① 事故・災害時の応急措置及び対策 

      ② 不調・故障時の措置及び訓練 

      ③ 地震・台風等の天災に対する措置 

      ④ 防災の訓練及び指揮 

      ⑤ 異常状態に関する情報 

      ⑥ 過充てん等異常状態の発見方法 

⑦ 地震・津波等による流出容器の回収 

６．１．６ 他の事業所における高圧ガスの保安に関する情報 

６．１．７ その他の必要事項 

６．１．８ 仕事の教え方等 

      ① 仕事の教え方、仕事の改善方法及び指導監督の方法 

      ② 環境の改善方法 

６．２ 現場従事者の教育訓練 

    保安統括者は、現場従事者に対し、社内教育と社外教育との併用により適確な判断力及び

指導力を養成させる。 
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６．２．１ 保安意識の高揚（実施頻度：年１回以上） 

      ① 公共の安全確保の重要性 

      ② 事故・災害が事業に及ぼす影響 

      ③ 保安管理体制 

６．２．２ 法規及び規定、基準類（実施頻度：年１回以上） 

      ① 法、保安規則等のうちの必要事項 

      ② 危害予防規程 

      ③ 基準類 

６．２．３ 製造する高圧ガスの性質（実施頻度：年１回以上） 

      ① 液化石油ガスの物性 

      ② 漏えい、噴出、拡散、火災、爆発等に対する危険性 

      ③ 設備材質への影響 

６．２．４ 当該施設における運転、操作等の保安技術（実施頻度：年１回以上） 

      ① 製造技術 

      ② 運転基準類 

      ③ 運転基準類の作成及び改訂の方法 

      ④ 保安設備等の技術及び取り扱い訓練 

      ⑤ 保護具の取り扱い訓練 

      ⑥ 立入制限及び火気使用制限 

      ⑦ 充てんの方法（過充てん防止装置及び過充てんガスの処理方法を含む。）の保安

技術 

      ⑧ その他 

６．２．５ 当該施設における製造設備の保安技術（実施頻度：年１回以上） 

      ① 保全の方法 

      ② 保全に関する規定類の習得。 

      ③ 工事に関する技術技能及び保安対策。 

      ④ 計器類に関する知識及び取り扱い訓練。 

      ⑤ 治具・工具の取り扱い訓練 

      ⑥ 危険度の評価 

      ⑦ その他 

６．２．６ 異常状態に対する教育訓練（局部訓練：年２回以上 総合訓練：年１回以上） 

      ① 異常状態の発見方法 

      ② 不調・故障時の措置及び訓練 

      ③ 事故・災害時の応急措置及び対策 

      ④ 地震・台風等の天災に対する措置 

      ⑤ 防災の訓練及び指揮 

⑥ 避難訓練 

⑦ 地震・津波等による流出容器の回収 

６．２．７ 関連事業所における高圧ガスの保安技術の概要（実施頻度：随時） 

      安全に関する一般的規律 

６．２．８ その他必要事項（実施頻度：随時） 
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６．３ 未経験の現場従業者の教育訓練 

    初めて高圧ガスに関する作業を行う従業者、又は熟練度の低い従業者に対する教育は、職

場内教育を併用し、「６．２現場従業者の教育訓練」の内容のうちの基礎的知識及び技能に重

点をおき、個人別に教育進度表を作成して、繰り返し教育訓練し体得させる。 

６．４ 防災関係者の教育訓練 

    防災に関係する従業者には、対象者別の「６．１～６．３」の教育訓練を行うとともに、

防災訓練を重点として教育訓練する。 

６．４．１ 社内防災教育訓練（局部訓練：年２回以上 総合訓練：年１回以上） 

      ① 防災に関する体制、方法、通報連絡、施設等 

      ② 局部防災訓練、総合防災訓練 

６．４．２ 関係事業所防災教育訓練（実施頻度：随時） 

      ① 地域防災に関する体制、方法、通報連絡、責任分担及びその他必要事項 

      ② 合同防災訓練 

 

第 ７ 章 協力会社従業者の教育訓練 

 

７．１ 事業所の教育実施責任者及び教育訓練指導者は、協力会社が行う従業者に対する保安教育

を積極的に指導監督する。 

７．１．１ 協力会社の現場監督者に対する教育は、教育訓練指導者が行い、その教育訓練の内容

は、「６．２ 現場従事者の教育訓練」のうちの必要事項とする。 

７．１．２ 協力会社従業者の教育訓練の実施 

教育訓練指導者は協力会社の従業員に対しても、自社の従業者と同等の訓練を行う。 

７．１．３ 協力会社が保安上必要な作業を行うときは、教育訓練指導者が現場でその都度教育す

る。 

 

第 ８ 章 保安教育計画の制定及び変更 

 

８．１ 作成、制定及び変更の方法 

    保安教育計画は、教育実施責任者が関係者と協議して作成し、経営者が制定する。 

 また静岡県知事から保安教育計画の変更を命ぜられたとき、又は変更を要すると認められ

たときは、直ちに変更を行う。 

８．２ 経過の記録 

    保安教育計画の制定及び変更の経過を明らかにするため、次の事項を保安教育計画に記録

する。 

   ① 制定、又は変更年月日 

   ② 受理年月日 

   ③ 変更の概要 
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液化石油ガス製造許可申請等について 

第 １ 刷 昭和６０年 ２月 

第 ２ 刷 昭和６１年 ２月 改訂 

第 ３ 刷 昭和６３年 ２月 三訂版 

第 ４ 刷 平成 元年 ２月 四訂版 

第 ５ 刷 平成 ２年 ２月 改訂 

第 ６ 刷 平成 ３年 ２月 改訂 

第 ７ 刷 平成 ５年 ２月 五訂版 

第 ８ 刷 平成 ７年 ２月 改訂 

第 ９ 刷  平成１０年 ２月 六訂版（高取法→保安法 改正） 

第１０刷 平成１６年 ２月 七訂版（分冊 様式集） 

第１１刷 平成２０年 ２月 八訂版（平成１７年３月 告示改正による）

第１２刷 平成２２年 ３月 改訂 

平成２３年 ３月 付属基準類作成にあたっての参考資料 

平成２４年 ３月 付属基準類作成にあたっての参考資料 

危害予防規程と地震防災規程 

第１３刷 平成２５年 ３月 改訂（平成２４年６月 告示改正による） 

平成２６年 ３月 追補 

第１４刷 平成２８年 ２月 改訂 

平成３０年 ２月 追補 

令和 ２年 ７月 追補 

定価：２，５００円（税込） 

発行 一般社団法人 静岡県ＬＰガス協会 
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